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１．概要 

  本資料は、加工施設の技術基準に関する規則「第 34 条 工場等外への放

射性物質の拡散を抑制するための設備」に関して、基本設計方針に記載

する事項、添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整

理した結果を示すものである。 

  整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。 

 

２．本資料の構成 

  「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。 

  別紙 1：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

  別紙 2：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展

開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への展

開事項の分類、第 1 回申請の対象、第 2 回以降の申請書ごとの対象

設備を展開する。 

  別紙 3：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書類

単位で記載すべき事項を展開する。 

  別紙 4：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉と

比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がないか

を確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差があること

が明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象外）。 

  別紙 5：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

  別紙 6：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。 
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ＭＯＸ燃料加工施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和４年７月13日　Ｒ2

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙1 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 7/13 2

別紙2 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 7/13 2

別紙3 基本設計方針の添付書類への展開 9/10 0 ※本別紙は追而とする。

別紙4 添付書類の発電炉との比較 9/10 0 ※本別紙は追而とする。

別紙5 補足説明すべき項目の抽出 9/10 0 ※本別紙は追而とする。

別紙6 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 9/10 0 ※本別紙は追而とする。

抑制00-02　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（抑制）】

別紙
備考
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基本設計方針の許可整合性、発電炉

との比較 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十四条（工場等外への放射性物質等の拡散を抑制するための設備）（1 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
（工場等外への放射性物質の

拡散を抑制するための設備） 

第三十四条 プルトニウムを

取り扱う加工施設には、重大

事故が発生した場合において

工場等外への放射性物質の拡

散を抑制するために必要な設

備が設けられていなければな

らない。放①,抑① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 章 個別項目 

7．その他の加工施設 

7.5 拡散抑制設備 

 

拡散抑制設備の設計に係る共通的な設

計方針については，第 1章 共通項目の

「3.自然現象」，「5.火災等による損

傷の防止」，「6.加工施設内における

溢水による損傷の防止」及び「8.設備

に対する要求事項」に基づくものとす

る。 

 

 

重大事故等が発生した場合において，

工場等外への放射性物質の拡散を抑制

するために必要な重大事故等対処設備

として，放水設備及び抑制設備を設け

る設計とする。放①-1,抑①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．加工施設の一般構造 

(ト) その他の主要な構造 

(２) 重大事故等対処施設 

⑤ 拡散抑制設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等が発生した場合において，工

場等外への放射性物質の拡散を抑制する

ために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。放①-1,抑①-1 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備は，放水設備及び抑制設備

で構成する。放①-1,抑①-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．安全設計 

(ホ) ＭＯＸ燃料加工施設に関する「加

工施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則」への適合性 
(２) 重大事故等対処施設 

⑨ 工場等外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備 

(工場等外への放射性物質の拡散を抑制

するための設備) 

第三十条 プルトニウムを取り扱う加工

施設には、重大事故が発生した場合にお

いて工場等外への放射性物質の拡散を抑

制するために必要な設備を設けなければ

ならない。 

(解釈) 

１ 第３０条に規定する「工場等外への

放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備」とは、以下に掲げる措置又はこ

れらと同等以上の効果を有する措置を講

じた設備をいう。 

一 プルトニウムを取り扱う加工施設の

各建物に放水できる設備を配備するこ

と。 

二 放水設備は、プルトニウムを取り扱

う加工施設における航空機衝突による航

空機燃料火災に対応できること。 

三 放水設備は、移動等により、複数の

方向からプルトニウムを取り扱う加工施

設の各建物に向けて放水することが可能

なこと。 

四 放水設備は、プルトニウムを取り扱

う加工施設の各建物の同時使用を想定

し、必要な台数を配備すること。 

五 建物への放水については、臨界安全

に及ぼす影響をあらかじめ考慮するこ

と。 

六 海洋、河川、湖沼等への放射性物質

の流出を抑制する設備を整備すること。 

 

適合のための設計方針 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備として，燃料加工建屋で重

大事故等が発生し，大気中への放射性物

質の拡散に至るおそれがある場合におい

て，大気中への放射性物質の拡散を抑制

するために放水設備を設ける設計とす

る。放◇1  

放水設備は，移動等により複数の方向か

ら燃料加工建屋に向けて放水することが

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

設工認において設計として明

確化するため記載（語尾）を

適正化した（以下同じ）。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 

【凡例】 

【「等」の解説】 

「重大事故に至るおそれのあ

る事故又は重大事故」を「重

大事故等」と定義しているこ

とから許可の記載のとおりと

した。 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十四条（工場等外への放射性物質等の拡散を抑制するための設備）（2 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 放水設備 

燃料加工建屋において重大事故等が発

生し，大気中への放射性物質の拡散に

至るおそれがある場合，建屋に放水

し，放射性物質の拡散を抑制するため

に必要な重大事故等対処設備として放

水設備を設ける設計とする。放①-2 

 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災が発生した場

合，泡消火又は放水による消火活動を

実施するために必要な重大事故等対処

設備として放水設備を設ける設計とす

る。放①-3 

 

放水設備は，大型移送ポンプ車(再処理

施設と共用(以下同じ。))，可搬型放水

砲(再処理施設と共用(以下同じ。))，

可搬型建屋外ホース(再処理施設と共用

(以下同じ。))，ホイールローダ(再処

理施設と共用(以下同じ。))，可搬型放

水砲流量計(再処理施設と共用(以下同

じ。))及び可搬型放水砲圧力計(再処理

施設と共用(以下同じ。))で構成し，放

射性物質の拡散を抑制するとともに航

空機燃料火災に対応できる設計とす

る。放①-4 

 

放射性物質の拡散を抑制するための対

処及び航空機燃料火災への対処では，

水供給設備の一部である第１貯水槽，

ホース展張車及び運搬車を使用する。

放⑧-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト．その他加工設備の附属施設の構造及

び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

(５) 拡散抑制設備 

① 放水設備 

燃料加工建屋において重大事故等が発生

し，大気中への放射性物質の拡散に至る

おそれがある場合，建屋に放水し，放射

性物質の拡散を抑制するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。

放①-2 

 

放射性物質の拡散を抑制するための対処

及び航空機燃料火災への対処では，放水

設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水

砲，可搬型建屋外ホース，ホイールロー

ダ，可搬型放水砲流量計及び可搬型放水

砲圧力計，水供給設備の一部である第１

貯水槽，ホース展張車及び運搬車並びに

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽及び軽油用タンクローリ【放□1 】

を使用する。放①-4,放⑧-1 

 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災が発生した場合，泡

消火又は放水による消火活動を実施する

ために必要な重大事故等対処設備を設置

及び保管する。放①-3 

 

放水設備は，大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲，可搬型建屋外ホース，ホイール

ローダ，可搬型放水砲流量計及び可搬型

放水砲圧力計で構成する。放①-4 

 

 

 

 

可能な設計とし，必要な台数を配備す

る。放◇1  

建物への放水については，臨界安全に及

ぼす影響をあらかじめ考慮し，実施す

る。放◇1  

海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流

出を抑制するために抑制設備を設ける設

計とする。放◇1  

また，燃料加工建屋周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災に対応できる

設計として，放水設備を設ける設計とす

る。放◇1  

ト．その他加工設備の附属施設 

(イ) 非常用設備 

(５) 拡散抑制設備 

① 放水設備 

ａ．概要 

燃料加工建屋において重大事故等が発生

し，大気中への放射性物質の拡散に至る

おそれがある場合，建屋に放水し，放射

性物質の拡散を抑制するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。

放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災が発生した場合，航

空機燃料火災に対応するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。

放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.10 原子炉建屋放水設備 

(1) 大気への拡散抑制及び航空機燃料

火災対応 

 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損に至った場合において，発電所外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための重

大事故等対処設備及び原子炉建屋周辺に

おける航空機衝突による航空機燃料火災

に対応できる設備として，原子炉建屋放

水設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

MOX 燃料加工施設では事業変

更許可の記載に合わせて設備

構成を記載しているが，発電

炉では記載していない。 

（以下同じ。） 

(双方の記載） 

<不一致の理由> 

放射性物質の拡散を抑制する方針は

同じであるが，発電炉と MOX 燃料加

工施設の対象設備及び建屋の違いに

より記載が異なる。（以下同じ） 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十四条（工場等外への放射性物質等の拡散を抑制するための設備）（3 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽を

常設重大事故等対処設備として設置す

る。放⑧-2 

 

水供給設備の一部であるホース展張車

及び運搬車を可搬型重大事故等対処設

備として配備する。放⑧-3 

 

 

水供給設備については，「I Ⅰ-1 第

2 章 7.6 水供給設備」に示す。 

放⑧-4 

 

 

 

放水設備は，燃料加工建屋において重

大事故等が発生し，大気中への放射性

物質の拡散に至るおそれがある場合，

大型移送ポンプ車から供給する水を，

可搬型建屋外ホースを介して可搬型放

水砲により燃料加工建屋に放水できる

設計とする。放①-5 

 

放水設備は，燃料加工建屋周辺におけ

る航空機衝突による航空機燃料火災が

発生した場合，大型移送ポンプ車から

水及び泡消火薬剤（2ｍ3）を，可搬型建

屋外ホースを介して可搬型放水砲へ供

給することで，放水による消火活動を

行い，航空機燃料火災に対応できる設

計とする。放①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水供給設備の一部である第１貯水槽及び

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽【放□1 】を常設重大事故等対処設

備として設置する。放⑧-2 

水供給設備の一部であるホース展張車及

び運搬車並びに補機駆動用燃料補給設備

の一部である軽油用タンクローリ【放

□1 】を可搬型重大事故等対処設備として

配備する。放⑧-3 

水供給設備については，「ト．(イ)(６)

水供給設備」に，補機駆動用燃料補給設

備については，「ト．(イ)(４) 補機駆

動用燃料補給設備」【放□1 】に示す。 

放⑧-4 

 

放水設備は，燃料加工建屋において重大

事故等が発生し，大気中への放射性物質

の拡散に至るおそれがある場合，大型移

送ポンプ車から供給する水を，可搬型建

屋外ホースを介して可搬型放水砲により

燃料加工建屋に放水できる設計とする。

放①-5 

 

放水設備は，燃料加工建屋周辺における

航空機衝突による航空機燃料火災が発生

した場合，大型移送ポンプ車から供給す

る水を，可搬型建屋外ホースを介して可

搬型放水砲による泡消火又は放水による

消火活動を行い，航空機燃料火災に対応

できる設計とする。放①-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気への放射性物質の拡散を抑制するた

めの重大事故等対処設備として，原子炉

建屋放水設備は，可搬型代替注水大型ポ

ンプにより海水を取水し，ホース等を経

由して放水砲から原子炉建屋へ放水でき

る設計とする。 

 

 

原子炉建屋周辺における航空機衝突によ

る航空機燃料火災に対応するための重大

事故等対処設備として，原子炉建屋放水

設備は，可搬型代替注水大型ポンプによ

り泡混合器を通して，海水を泡消火薬剤

と混合しながらホース等を経由して放水

砲から原子炉建屋周辺へ放水できる設計

とする。 

 

泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）は，航

空機燃料火災への泡消火に対応するため

に必要な容量の泡消火薬剤を保管できる

設計とする。泡消火薬剤の保有数は，必

要な容量として 5m3確保し，故障時の予

備用として 5m3の計 10m3を保管する。 

なお，泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

の容量は 1m3/個であり，確保された泡

消火薬剤 5m3を 1m3毎に分け 5個，予備

用の泡消火薬剤 5m3を 1m3毎に分け 5個

の計 10 個を保管する。 

 

泡混合器は，航空機燃料火災に対応する

ため，可搬型代替注水大型ポンプ，放水

砲及び泡消火薬剤容器（大型ポンプ用）

に接続することで，泡消火薬剤を混合し

て放水できる設計とする。 

また，泡混合器の保有数は，航空機燃料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

MOX 燃料加工施設の放水設備の大

型移送ポンプ車には，泡混合器が

内蔵型のため，該当する記載がな

い。 

【許可からの変更点等】 

航空機燃料火災に対応するた

めの設計方針を明確にするた

め，記載を適正化した。 

また，「火災時に対応できる

設計」に使用する資機材とし

て泡消火薬剤について，保有

量とともに記載した。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

航空機燃料火災への対応方針は同

じであるが，設備構成が異なるた

め，該当する記載がない。 

（発電炉の記載） 

<不一致の理由> 

MOX 燃料加工施設の放水設備の大型

移送ポンプ車には，泡混合器が内

蔵型のため，該当する記載がな

い。 
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放水設備は，移動等により複数の方向

から燃料加工建屋に向けて放水するこ

とが可能な設計とする。放①-7 

 

放水設備の可搬型放水砲は，放水設備

のホイールローダを用いて運搬できる

設計とする。放①-8 

 

 

 

 

 

 

 

放水系統には，放水設備の可搬型放水

砲流量計及び可搬型放水砲圧力計を設

置し，放水時の流量及び圧力を確認で

きる設計とする。放①-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の可搬型放水砲流量計は，乾

電池を使用する設計とする。 

放①-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物への放水については，臨界安全に

及ぼす影響をあらかじめ考慮して行う

ことを，保安規定に定めて，管理す

る。放①-11 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備は，移動等により複数の方向か

ら燃料加工建屋に向けて放水することが

可能な設計とする。放①-7 

 

放水設備の可搬型放水砲は，放水設備の

ホイールローダを用いて運搬できる設計

とする。放①-8 

 

 

 

 

 

 

 

放水系統には，放水設備の可搬型放水砲

流量計及び可搬型放水砲圧力計を設置

し，放水時の流量及び圧力を確認できる

設計とする。放①-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の可搬型放水砲流量計は，乾電

池を使用する設計とする。 

放①-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備は，移動等により複数の方向か

ら燃料加工建屋に向けて放水することが

可能な設計とする。放◇1  

 

 

 

 

 

 

放水設備は，燃料加工建屋の放水に必要

な台数を配備する。放◇1  

 

 

 

放水系統には，放水設備の可搬型放水砲

流量計及び可搬型放水砲圧力計を設置

し，放水時の流量及び圧力を確認できる

設計とする。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の可搬型放水砲流量計は，乾電

池を使用する設計とする。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物への放水については，臨界安全に及

ぼす影響をあらかじめ考慮し，実施す

る。放①-11 

 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災に対応するために放

水設備による消火活動を行う。放◇1  

火災に対応するため，1個と故障時の予

備として 1個の合計 2個を保管する。 

 

可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲

は，設置場所を任意に設定し，複数の方

向から原子炉建屋に向けて放水できる設

計とする。 

 

 

 

 
 

 

 

2.1 計測装置等 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過

渡変化時及び重大事故等時における計測 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパ

ラメータとして，原子炉圧力容器内の温

度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び

原子炉格納容器への注水量，原子炉格納

容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及

び酸素濃度，原子炉建屋原子炉棟内の水

素濃度並びに未臨界の維持又は監視，

終ヒートシンクの確保，格納容器バイパ

スの監視，水源の確保に必要なパラメー

タを計測する装置を設ける設計とする。 

 

2.4 電源喪失時の計測 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止

対策等を成功させるために必要な発電用

原子炉施設の状態を把握するためのパラ

メータを計測する装置の電源は，非常用

交流電源設備又は非常用直流電源設備の

喪失等により計器電源が喪失した場合に

おいて，代替電源設備として常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設備，

所内常設直流電源設備，常設代替直流電

源設備又は可搬型代替直流電源設備を使

用できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

MOX 燃料加工施設の事業変更

許可の記載に合わせて，可搬

型放水砲の運搬に係る設計方

針を記載した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，MOX 燃料加工施設と

もに重大事故等に対処するた

めのパラメータを計測する方

針は同じであるが，MOX 燃料

加工施設と発電炉では計測す

るパラメータ及び計測設備が

異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉，MOX 燃料加工施設と

もに計測する装置の電源要

求（外部電源を期待できな

い場合）の方針は同じであ

るが，MOX 燃料加工施設と発

電炉にて設備構成が異なる

ため。 

【「等」の解説】 

「移動等」とは移動や放水方

向の変更であり，複数の方向

から放水することの総称とし

て許可の記載のとおりとし

た。 

(双方の記載） 

<不一致の理由> 

放水に係る方針は同じであるが，対

象となる建屋の違いから記載が異な

る。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

MOX 燃料加工施設の事業変

更許可の記載に合わせて臨

界安全に及ぼす影響の考慮

を記載しているが，発電炉

では記載していない。 
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放水設備は，再処理施設と共用する。

放③-1 

 

再処理施設と共用する放水設備は，MOX

燃料加工施設及び再処理施設における

重大事故等対処に同時に対処すること

を考慮し，十分な数量を確保すること

で，共用によって重大事故等時の対処

に影響を及ぼさない設計とする。 

放③-2,放④-1 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲，可搬型建屋外ホース，可搬型

放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計

は，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，故障

時バックアップを含めて必要な数量を

燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距離

を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る設計とする。放②-1 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，回転

体が飛散することを防ぐことで他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。

放③-3 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポ

ンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋

外ホースは，竜巻により飛来物となら

ないよう必要に応じて固縛等の措置を

とることで他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。放③-4 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する大気中への放射

性物質の拡散を抑制するために使用す

 

放水設備は，再処理施設と共用する。 

放③-1 

 

放水設備は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再

処理施設における重大事故等対処に同時

に対処することを考慮し，十分な数量を

確保することで，共用によって重大事故

等時の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。放③-2,放④-1 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放

水砲，可搬型建屋外ホース，可搬型放水

砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，故

障時のバックアップを含めて必要な数量

を燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る。放②-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポン

プ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホ

ースは，竜巻により飛来物とならないよ

う必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。放③-4 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する大気中への放射性

物質の拡散を抑制するために使用する放

 

放水設備は，再処理施設と共用する。放

◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．設計方針 

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)①

ａ．共通要因故障に対する考慮」に示

す。放◇2  

ⅰ．可搬型重大事故等対処設備 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放

水砲，可搬型建屋外ホース，可搬型放水

砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，故

障時のバックアップを含めて必要な数量

を燃料加工建屋から 100ｍ以上の離隔距

離を確保した複数の外部保管エリアに分

散して保管することで位置的分散を図

る。放◇1  

 

 

(ｂ) 悪影響防止 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)①

ｂ．悪影響防止」に示す。放◇2  

ⅰ．可搬型重大事故等対処設備放◇1  

放水設備の大型移送ポンプ車は，回転体

が飛散することを防ぐことで他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。放③-3 

 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポン

プ車，可搬型放水砲及び可搬型建屋外ホ

ースは，竜巻により飛来物とならないよ

う必要に応じて固縛等の措置をとること

で他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。放◇1  

 

(ｃ) 個数及び容量 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)② 

個数及び容量」に示す。放◇2  

ⅰ．可搬型重大事故等対処設備 

再処理施設と共用する大気中への放射性

物質の拡散を抑制するために使用する放

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備の条文に展開して

記載しているため。 

【許可からの変更点等】 

設計方針の内容を明確にするため，30 条

重大事故等対処設備の基本方針に記載す

る。位置的分散に係る設計方針を追記し

た。 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の内容を明確化するため

主語を適正化した。（以下同じ） 

【「等」の解説】 

「固縛等」が指す具体的な内容は設備に

よって異なり，添付書類において明確化

するため，基本設計方針では等のままと

した。（以下同じ） 
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る放水設備の大型移送ポンプ車は，燃

料加工建屋の 高点である屋上全般に

わたって放水設備の可搬型放水砲で放

水するための水を供給する設計とす

る。放③-5,放④-2 

放水設備の可搬型放水砲で 大の容量

の放水を可能にするため，放水設備の

大型移送ポンプ車は，必要な容量を有

する設計とするとともに，保有数は，

必要数並びに予備として故障時及び点

検保守による待機除外時のバックアッ

プを含め十分な台数を確保する設計と

する。放③-6,放④-3 

 

 

 

 

再処理施設と共用する燃料加工建屋周

辺における航空機衝突による航空機燃

料火災に使用する放水設備の大型移送

ポンプ車は，燃料加工建屋周辺におけ

る航空機衝突による航空機燃料火災に

対応するために放水設備の可搬型放水

砲で放水するための水を供給する設計

とする。放③-7,放④-4 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する

大の容量に対して放水設備の大型移送

ポンプ車は，必要な容量を有する設計

とする。放③-8,放④-5 

 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災に使用する放水

設備の大型移送ポンプ車は，必要な台

数を確保する設計とするとともに，大

気中への放射性物質の拡散を抑制する

ために使用する放水設備の大型移送ポ

ンプ車を兼用する設計とする。 

放③-9,放④-6 

再処理施設と共用する大気中への放射

性物質の拡散を抑制するために使用す

る放水設備の可搬型放水砲は，燃料加

工建屋の 高点である屋上全般にわた

って放水するために必要な容量を有す

る設計とするとともに，保有数は，必

要数及び予備として故障時のバックア

ップを含め十分な台数を確保する設計

とする。放③-10,放④-7 

 

再処理施設と共用する燃料加工建屋周

水設備の大型移送ポンプ車は，燃料加工

建屋の 高点である屋上全般にわたって

放水設備の可搬型放水砲で放水するため

の水を供給する。放③-5,放④-2 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する 大

の流量が約 900ｍ３／ｈであり，【放

□2 】放水設備の可搬型放水砲の放水を可

能にするために，放水設備の大型移送ポ

ンプ車は，約 1800ｍ３／ｈの【放□2 】送

水流量を有する設計とするとともに，保

有数は，必要数として８台【放□2 】，予

備として故障時及び点検保守による待機

除外時のバックアップを９台の合計 17

台以上を【放□2 】確保する。放③-6,放

④-3 

 

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺

における航空機衝突による航空機燃料火

災に使用する放水設備の大型移送ポンプ

車は，燃料加工建屋周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災に対応するた

めに放水設備の可搬型放水砲で放水する

ための水を供給する。放③-7,放④-4 

 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する 大

の流量が約 900ｍ３／ｈ【放□2 】に対し

て放水設備の大型移送ポンプ車は，約

1800ｍ３／ｈ【放□2 】の送水流量を有す

る設計とする。放③-8,放④-5 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災に使用する放水設備

の大型移送ポンプ車の必要数は２台であ

り，【放□2 】大気中への放射性物質の拡

散を抑制するために使用する放水設備の

大型移送ポンプ車を兼用する。 

放③-9,放④-6 

 

再処理施設と共用する大気中への放射性

物質の拡散を抑制するために使用する放

水設備の可搬型放水砲は，燃料加工建屋

の 高点である屋上全般にわたって放水

するために必要な容量を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として７

台，【放□2 】予備として故障時のバック

アップを７台の合計 14 台以上を【放

□2 】確保する。放③-10,放④-7 

 

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺

水設備の大型移送ポンプ車は，燃料加工

建屋の 高点である屋上全般にわたって

放水設備の可搬型放水砲で放水するため

の水を供給する。放◇1  

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する 大

の流量が約 900ｍ３／ｈであり，放水設

備の可搬型放水砲の放水を可能にするた

めに，放水設備の大型移送ポンプ車は，

約 1800ｍ３／ｈの送水流量を有する設計

とするとともに，保有数は，必要数とし

て８台，予備として故障時及び点検保守

による待機除外時のバックアップを９台

の合計 17 台以上を確保する。放◇1  

 

 

 

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺

における航空機衝突による航空機燃料火

災に使用する放水設備の大型移送ポンプ

車は，燃料加工建屋周辺における航空機

衝突による航空機燃料火災に対応するた

めに放水設備の可搬型放水砲で放水する

ための水を供給する。放◇1  

 

 

放水設備の可搬型放水砲で放水する 大

の流量が約 900ｍ３／ｈに対して放水設

備の大型移送ポンプ車は，約 1800ｍ３／

ｈの送水流量を有する設計とする。 

放◇1  

燃料加工建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災に使用する放水設備

の大型移送ポンプ車の必要数は２台であ

り，大気中への放射性物質の拡散を抑制

するために使用する放水設備の大型移送

ポンプ車を兼用する。放◇1  

 

再処理施設と共用する大気中への放射性

物質の拡散を抑制するために使用する放

水設備の可搬型放水砲は，燃料加工建屋

の 高点である屋上全般にわたって放水

するために必要な容量を有する設計とす

るとともに，保有数は，必要数として７

台，予備として故障時のバックアップを

７台の合計 14 台以上を確保する。放◇1  

 

 

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備の条文に展開して

記載しているため。 

【許可からの変更点等】 

仕様表対象設備の具体的な仕

様は仕様表にて示すため，個

数，容量等については基本設

計方針に記載しない。 

（以下同じ） 
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辺における航空機衝突による航空機燃

料火災に使用する放水設備の可搬型放

水砲は，燃料加工建屋周辺における航

空機衝突による航空機燃料火災に対応

するために必要な容量を有する設計と

する。放③-11,放④-8 

 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突

による航空機燃料火災に使用する放水

設備の可搬型放水砲は，必要な台数を

確保する設計とするとともに，大気中

への放射性物質の拡散を抑制するため

に使用する放水設備の可搬型放水砲を

兼用する設計とする。放③-12,放④-9 

 

再処理施設と共用する放水設備の可搬

型建屋外ホースは，重大事故等への対

処に必要となる流路を確保するため，

保有数は，必要数及び予備として故障

時のバックアップを含め十分な数量を

確保する設計とする。放③-13,放④-10 

 

再処理施設と共用する放水設備の可搬

型放水砲流量計は，放水設備の可搬型

放水砲の放水量を監視するため，重大

事故時に想定される変動範囲を監視可

能な測定範囲を有する設計とするとと

もに，保有数は，必要数並びに予備と

して故障時及び点検保守による待機除

外時のバックアップを含め十分な台数

を確保する設計とする。 

放③-14,放④-11 

 
再処理施設と共用する放水設備の可搬

型放水砲圧力計は，放水設備の可搬型

放水砲の放水時の圧力を監視するた

め，重大事故時に想定される変動範囲

を監視可能な測定範囲を有する設計と

するとともに，保有数は，必要数及び

予備として故障時のバックアップ含め

十分な台数を確保する設計とする。 

放③-15,放④-12 

 

再処理施設と共用する放水設備のホイ

ールローダは，可搬型放水砲を運搬で

きる設計とするとともに，保有数は，

必要数として 3台，予備として故障時

及び点検保守による待機除外時のバッ

クアップを 4台の合計 7台以上を確保

する設計とする。放③-16,放④-13 

における航空機衝突による航空機燃料火

災に使用する放水設備の可搬型放水砲

は，燃料加工建屋周辺における航空機衝

突による航空機燃料火災に対応するため

に必要な容量を有する設計とする。 

放③-11 放④-8 

 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災に使用する放水設備

の可搬型放水砲の必要数は１台であり，

【放□2 】大気中への放射性物質の拡散を

抑制するために使用する放水設備の可搬

型放水砲を兼用する。放③-12,放④-9 

 

 

再処理施設と共用する放水設備の可搬型

建屋外ホースは，重大事故等への対処に

必要となる流路を確保するための必要数

を確保することに加えて，予備として故

障時のバックアップを確保する。 

放③-13,放④-10 

 

再処理施設と共用する放水設備の可搬型

放水砲流量計は，放水設備の可搬型放水

砲の放水量を監視するため，重大事故時

に想定される変動範囲を監視可能な０～

1800ｍ３/ｈの【放□2 】測定範囲を有す

る設計とするとともに，保有数は必要数

として７台，【放□2 】予備として故障時

及び点検保守による待機除外時のバック

アップを 14 台の合計 21 台以上を【放

□2 】確保する。放③-14,放④-11 

 

再処理施設と共用する放水設備の可搬型

放水砲圧力計は，放水設備の可搬型放水

砲の放水時の圧力を監視するため，重大

事故時に想定される変動範囲を監視可能

な０～1.6MPa の【放□2 】測定範囲を有

する設計とするとともに保有数は必要数

として７台，【放□2 】予備として故障時

のバックアップを７台の合計 14 台以上

を【放□2 】確保する。放③-15,放④-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

における航空機衝突による航空機燃料火

災に使用する放水設備の可搬型放水砲

は，燃料加工建屋周辺における航空機衝

突による航空機燃料火災に対応するため

に必要な容量を有する設計とする。 

放◇1  

 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災に使用する放水設備

の可搬型放水砲の必要数は１台であり，

大気中への放射性物質の拡散を抑制する

ために使用する放水設備の可搬型放水砲

を兼用する。放◇1  

 

 

再処理施設と共用する放水設備の可搬型

建屋外ホースは，重大事故等への対処に

必要となる流路を確保するための必要数

を確保することに加えて，予備として故

障時のバックアップを確保する。放◇1  

 

 

再処理施設と共用する放水設備の可搬型

放水砲流量計は，放水設備の可搬型放水

砲の放水量を監視するため，重大事故時

に想定される変動範囲を監視可能な０～

1800ｍ３/ｈの測定範囲を有する設計と

するとともに，保有数は必要数として７

台，予備として故障時及び点検保守によ

る待機除外時のバックアップを 14 台の

合計 21 台以上を確保する。放◇1  

 

 

再処理施設と共用する放水設備の可搬型

放水砲圧力計は，放水設備の可搬型放水

砲の放水時の圧力を監視するため，重大

事故時に想定される変動範囲を監視可能

な０～1.6MPa の測定範囲を有する設計

とするとともに保有数は必要数として７

台，予備として故障時のバックアップを

７台の合計 14 台以上を確保する。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放③-16,放④-13  

(P12 から) 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備の条文に展開して

記載しているため。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備の個数

については，許可本文に記載

の個数を踏まえ基本設計方針

にて記載する。 

【許可からの変更点】 

可搬型建屋外ホースについて

は，具体的な数量を仕様表に

て示すため，大型移送ポンプ

車等の保有数と同じ表現に適

正化した。 
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放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬

型放水砲は，汽水の影響に対して耐腐

食性材料を使用する設計とする。 

放⑤-1 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポ

ンプ車及び可搬型放水砲は，風（台

風）及び竜巻に対して，風（台風）及

び竜巻による風荷重を考慮し，当該設

備の転倒防止，固縛等の措置を講じて

保管する設計とする。放⑤-2 

 

屋外に保管する放水設備の可搬型建屋

外ホースは，風（台風）及び竜巻に対

して風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，収納するコンテナ等に対し

て転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。放⑤-3 

 

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可

搬型放水砲圧力計は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる第１保管庫・

貯水所及び第２保管庫・貯水所に保管

し，風（台風）等により重大事故等へ

の対処に必要な機能を損なわない設計

とする。放⑤-4 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる放水設備の大型

移送ポンプ車及び可搬型放水砲流量計

は「8.2 重大事故等対処設備」の

「8.2.7．地震を要因とする重大事故等

に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることで重大事故等への対処に

必要な機能を損なわない設計とする。 

放⑤-5 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲，可搬型建屋外ホース，可搬型

放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，

外部保管エリアの内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。放⑤-6 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型

放水砲は，汽水の影響に対して耐腐食性

材料を使用する設計とする。放⑤-1 

 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポン

プ車及び可搬型放水砲は，風（台風）及

び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻に

よる風荷重を考慮し，当該設備の転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。放⑤-2 

 

屋外に保管する放水設備の可搬型建屋外

ホースは，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重を

考慮し，収容するコンテナ等に対して転

倒防止，固縛等の措置を講じて保管する

設計とする。放⑤-3 

 

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬

型放水砲圧力計は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる第１保管庫・貯水所

及び第２保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。放⑤-4 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる放水設備の大型移送ポンプ車及び

可搬型放水砲流量計は「ロ．(ト)(２)②

ｅ．地震を要因とする重大事故等に対す

る施設の耐震設計」に基づく設計とする

ことでその機能を損なわない設計とす

る。放⑤-5 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放

水砲，可搬型建屋外ホース，可搬型放水

砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，内

部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管

エリアの内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。放⑤-6 

 

 

(ｄ) 環境条件等 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)③ 

環境条件等」に示す。放◇2  

ⅰ．可搬型重大事故等対処設備 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型

放水砲は，汽水の影響に対して耐腐食性

材料を使用する設計とする。放◇1  

 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポン

プ車及び可搬型放水砲は，風（台風）及

び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻に

よる風荷重を考慮し，当該設備の転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。放◇1  

 

屋外に保管する放水設備の可搬型建屋外

ホースは，風（台風）及び竜巻に対して

風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，収容するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。放◇1  

 

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬

型放水砲圧力計は，外部からの衝撃によ

る損傷を防止できる第１保管庫・貯水所

及び第２保管庫・貯水所に保管し，風

（台風）等により機能を損なわない設計

とする。放◇1  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる放水設備の大型移送ポンプ車及び

可搬型放水砲流量計は「イ．(ハ)(１)⑤ 

地震を要因とする重大事故等に対する施

設の耐震設計」に基づく設計とすること

でその機能を損なわない設計とする。 

放◇1  

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放

水砲，可搬型建屋外ホース，可搬型放水

砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，内

部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管

エリアの内部発生飛散物の影響を受けな

い場所に保管することにより，機能を損

なわない設計とする。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備の条文に展開して

記載しているため。 

【許可からの変更点等】 

「コンテナ等」は，複数種類

のコンテナの総称として許可

の記載のとおりとした。(以下

同じ) 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」について，

考慮している自然現象の内容

は個々の設備の評価とあわせ

て明確化するため，基本設計

方針では等のままとした。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針の内容を明確化

するため主語を適正化した。 

【許可からの変更点等】 

表現の統一化。（以下同じ） 
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放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲，可搬型放水砲流量計及び可搬

型放水砲圧力計は，想定される重大事

故等が発生した場合においても操作に

支障がないように線量率の高くなるお

それの少ない屋外で操作可能な設計と

する。放⑤-7 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲，可搬型建屋外ホース，可搬型

放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計

は，コネクタ接続に統一することによ

り，速やかに，容易かつ確実に現場で

の接続が可能な設計とする。放⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型

放水砲は，想定される重大事故等が発生

した場合においても操作に支障がないよ

うに線量率の高くなるおそれの少ない屋

外で操作可能な設計とする。放⑤-7 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放

水砲，可搬型建屋外ホース，可搬型放水

砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，コ

ネクタ接続に統一することにより，現場

での接続が可能な設計とする。放⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に保管する放水設備の大型移送ポン

プ車及び可搬型放水砲は，積雪及び火山

の影響に対して，積雪に対しては除雪す

る手順を，火山の影響（降下火砕物によ

る積載荷重）に対しては除灰する手順を

整備する。放◇3  

 

屋外に保管する放水設備の可搬型建屋外

ホースは，コンテナ等に収容し，積雪及

び火山の影響に対して，積雪に対しては

除雪する手順を，火山の影響（降下火砕

物による積載荷重）に対しては除灰する

手順を整備する。放◇3  

 

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放

水砲，可搬型放水砲流量計及び可搬型放

水砲圧力計は，想定される重大事故等が

発生した場合においても操作に支障がな

いように線量率の高くなるおそれの少な

い屋外で操作可能な設計とする。放⑤-7 

 

 

 

(ｅ) 操作性の確保 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)④

ａ．操作性の確保」に示す。放◇2  

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放

水砲，可搬型建屋外ホース，可搬型放水

砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，コ

ネクタ接続に統一することにより，現場

での接続が可能な設計とする。放◇1  

 

ｃ．主要設備の仕様 

放水設備の主要設備の仕様を添５第 49

表に示す。放◇5  

 

ｄ．系統構成及び主要設備 

燃料加工建屋において重大事故等が発生

し，大気中への放射性物質の拡散に至る

おそれがある場合において，大気中への

放射性物質の拡散抑制及び燃料加工建屋

周辺における航空機衝突による航空機燃

料火災の対応を行うための重大事故等対

処設備として，放水設備を使用する。 

放◇1  

放水設備は，大型移送ポンプ車，可搬型

放水砲，可搬型建屋外ホース，ホイール

ローダ，可搬型放水砲流量計及び可搬型

放水砲圧力計で構成する。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開し，記

載していることから当社特有

の記載としている。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

接続方法を統一する考え方は

同じだが，本条文での対応が

ないため，差異として抽出し

た。 

【許可からの変更点等】 

設計方針の内容を明確にするため 30 条

重大事故等対処設備の基本設計方針に記

載する操作性に係る設計方針を追記し

た。（以下同じ） 
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放射性物質の拡散を抑制するための対処

では，放水設備に加えて，水供給設備の

一部である第１貯水槽，ホース展張車及

び運搬車，補機駆動用燃料補給設備の一

部である軽油貯槽及び軽油用タンクロー

リ，代替火災感知設備の一部である火災

状況確認用温度計，火災状況確認用温度

表示装置及び可搬型グローブボックス温

度表示端末並びに外部放出防止設備の一

部である可搬型ダンパ出口風速計を使用

する。放◇1  

 

航空機燃料火災への対処では，放水設備

に加えて，水供給設備の一部である第１

貯水槽，ホース展張車及び運搬車並びに

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽及び軽油用タンクローリを使用す

る。放◇1  

 

水供給設備の一部である第１貯水槽，補

機駆動用燃料補給設備の一部である軽油

貯槽並びに代替火災感知設備の一部であ

る火災状況確認用温度計及び火災状況確

認用温度表示装置を常設重大事故等対処

設備として設置する。放◇1  

 

水供給設備の一部であるホース展張車及

び運搬車，補機駆動用燃料補給設備の一

部である軽油用タンクローリ，代替火災

感知設備の一部である可搬型グローブボ

ックス温度表示端末並びに外部放出抑制

設備の一部である可搬型ダンパ出口風速

計を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。放◇1  

 

水供給設備については，「ト．

(イ)(６)④ 系統構成及び主要設備」

に，補機駆動用燃料補給設備について

は，「ト．(イ)(４)④ 系統構成」に，

代替火災感知設備については，「ト．

(イ)(１)③ａ．(ｂ)系統構成及び主要設

備」に，外部放出抑制設備については，

「ホ．(イ)(２)①ｂ．系統構成及び主要

設備」に示す。放◇2  

 

燃料加工建屋において重大事故等が発生

し，大気中への放射性物質の拡散に至る

おそれがある場合，放射性物質の拡散を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十四条（工場等外への放射性物質等の拡散を抑制するための設備）（11 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，通常

時において，重大事故等に対処するた

めに必要な機能を確認するため，外観

点検，員数確認，性能確認，分解点検

等が可能な設計とする。また，当該機

能を健全に維持するため，分解点検等

が可能な設計とする。放⑦-1 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，車両

として運転状態の確認が可能な設計と

する。また，当該機能を健全に維持す

るため，保修等が可能な設計とする。

放⑦-2 

 

放水設備の可搬型放水砲は，通常時に

おいて，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，外観の確

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，通常時

において，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，外観点検，

員数確認，性能確認，分解点検等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，分解点検等が可能な設計

とする。放⑦-1 

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，車両と

して運転状態の確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。放⑦-2 

 

 

放水設備の可搬型放水砲は，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，外観の確認が可

抑制するために，可搬型放水砲の設置場

所を任意に設定し，大型移送ポンプ車か

ら供給する水を，可搬型建屋外ホースを

介して可搬型放水砲へ供給し，建物へ放

水できる設計とする。放水系統には，可

搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力

計を接続し，放水時の流量及び圧力を確

認できる設計とする。放◇1  

 

燃料加工建屋周辺における航空機衝突に

よる航空機燃料火災の対応を行うため

に，可搬型放水砲の設置場所を任意に設

定し，大型移送ポンプ車から供給する水

を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型

放水砲へ供給し，泡消火又は放水による

消火活動ができる設計とする。放水系統

には，可搬型放水砲流量計及び可搬型放

水砲圧力計を接続し，放水時の流量及び

圧力を確認できる設計とする。放◇1  

可搬型放水砲は，ホイールローダを用い

て運搬できる設計とする。放◇1  

可搬型放水砲流量計は，乾電池を使用す

る設計とする。放◇1  

放水設備の系統概要図を添５第 73 図及

び添５第 74 図に示す。重大事故等に対

処するために必要なパラメータに係る計

測範囲，重大事故時のプロセスの変動範

囲及び個数を添５第 50 表に示す。放◇4  

 

ｅ．試験・検査 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)①

ｂ．試験・検査性」に示す。放◇2  

放水設備の大型移送ポンプ車は，通常時

において，重大事故等に対処するために

必要な機能を確認するため，外観点検，

員数確認，性能確認，分解点検等が可能

な設計とする。また，当該機能を健全に

維持するため，分解点検等が可能な設計

とする。放◇1  

 

放水設備の大型移送ポンプ車は，車両と

して運転状態の確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持するた

め，保修等が可能な設計とする。放◇1  

 

 

放水設備の可搬型放水砲は，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，外観の確認が可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 

詳細な点検・検査及び保守・

修理の方法については，保安

規定に基づき策定する施設管

理実施計画において明確化す

るため，基本設計方針では

「等」のままとした。 

(以下同じ) 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大事

故等対処設備の設計方針を各

SA 設備条文に展開して記載し

ているため。 
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認が可能な設計とする。また，当該機

能を健全に維持するため，取替え等が

可能な設計とする。放⑦-3 

 

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可

搬型放水砲圧力計は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，模擬入力によ

る機能，性能の確認及び校正並びに外

観の確認が可能な設計とする。また，

当該機能を健全に維持するため，取替

え等が可能な設計とする。放⑦-4 

 

 

 

 

能な設計とする。また，当該機能を健全

に維持するため，取替え等が可能な設計

とする。放⑦-3 

 

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬

型放水砲圧力計は，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，模擬入力による機能，性

能の確認及び校正並びに外観の確認が可

能な設計とする。また，当該機能を健全

に維持するため，取替え等が可能な設計

とする。放⑦-4 

 

ａ．主要な設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

大型移送ポンプ車（再処理施設と共用） 

台  数  17 台（予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを９台） 

容  量  約 1800m3/h/台 

可搬型放水砲（再処理施設と共用） 

台  数  14 台（予備として故障時

のバックアップを７台）放□2  

 

ホイールローダ（再処理施設と共用） 

台  数  ７台（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを４台） 

放③-16,放④-13 

 

可搬型建屋外ホース（再処理施設と共

用） 

数  量  １式放□2  

可搬型放水砲流量計（再処理施設と共

用） 

台  数  21 台（予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを 14

台） 

計測範囲  ０～1800 m3/h 

測定方式  電磁式放□2  

可搬型放水砲圧力計（再処理施設と共

用） 

台  数  14 台（予備として故障時

及び待機除外時のバックアップを７台） 

計測範囲  ０～1.6ＭPa 

測定方式  圧力式放□2  

能な設計とする。また，当該機能を健全

に維持するため，取替え等が可能な設計

とする。放◇1  

 

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬

型放水砲圧力計は，通常時において，重

大事故等に対処するために必要な機能を

確認するため，模擬入力による機能，性

能の確認及び校正並びに外観の確認が可

能な設計とする。また，当該機能を健全

に維持するため，取替え等が可能な設計

とする。放◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放③-16,放④-13 (P7

へ) 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大事

故等対処設備の設計方針を各

SA 設備条文に展開して記載し

ているため。 
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第三十四条（工場等外への放射性物質等の拡散を抑制するための設備）（13 / 19） 
 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類五 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2 抑制設備 

 

燃料加工建屋において重大事故等が発

生し，大気中へ拡散した放射性物質が

建物への放水によって MOX 燃料加工施

設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ

放射性物質が流出するおそれがある場

合，放射性物質の流出を抑制するため

に必要な重大事故等対処設備として，

抑制設備を設ける設計とする。抑①-2 

 

抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フ

ェンス(再処理施設と共用(以下同

じ。))，放射性物質吸着材(再処理施設

と共用(以下同じ。))，小型船舶(再処

理施設と共用(以下同じ。))，可搬型中

型移送ポンプ運搬車(再処理施設と共用

(以下同じ。))及び運搬車(再処理施設

と共用(以下同じ。))で構成し，放射性

物質の流出を抑制できる設計とする。

抑①-3,抑①-4 

 

 

 

放射性物質の流出を抑制するための対

処では，水供給設備の一部であるホー

ス展張車を使用する。抑⑧-1 

 

 

 

 

 

水供給設備の一部であるホース展張車

を可搬型重大事故等対処設備として配

備する。抑⑧-2 

水供給設備については「I Ⅰ-1 第 2

章 7.6 水供給設備」に示す。 

抑⑧-3 

 

 

 

抑制設備は，燃料加工建屋において重

大事故等が発生し，MOX 燃料加工施設の

敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射

性物質が流出するおそれがある場合，

MOX 燃料加工施設の敷地を通る排水路

ト．その他加工設備の附属施設の構造及

び設備 

(イ) 非常用設備の種類 

(５) 拡散抑制設備 

② 抑制設備 

 

燃料加工建屋において重大事故等が発生

し，ＭＯＸ燃料加工施設の敷地に隣接す

る尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流出す

るおそれがある場合，放射性物質の流出

を抑制するために必要な重大事故等対処

設備を設置及び保管する。抑①-2 

 

 

 

放射性物質の流出を抑制するための対処

では，抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止

フェンス，放射性物質吸着材，小型船

舶，可搬型中型移送ポンプ運搬車及び運

搬車，水供給設備の一部であるホース展

張車並びに補機駆動用燃料補給設備の一

部である軽油貯槽【抑□1 】を使用する。 

抑①-3,抑⑧-1 

 

 

 

 

 

抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス，放射性物質吸着材，小型船舶，可

搬型中型移送ポンプ運搬車及び運搬車で

構成する。抑①-4 

 

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として

設置する。抑□1  

水供給設備の一部であるホース展張車を

可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。抑⑧-2 

補機駆動用燃料補給設備については

「ト．(イ)(４) 補機駆動用燃料補給設

備」に，【抑□1 】水供給設備については

「ト．(イ)(６) 水供給設備」に示す。 

抑⑧-3 

 

抑制設備は，燃料加工建屋において重大

事故等が発生し，ＭＯＸ燃料加工施設の

敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性

物質が流出するおそれがある場合，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の敷地を通る排水路に可

ト．その他加工設備の附属施設 

 

(イ) 非常用設備 

(５) 拡散抑制設備 

② 抑制設備 

ａ．概要 

燃料加工建屋において重大事故等が発生

し，大気中へ拡散した放射性物質が建物

への放水によってＭＯＸ燃料加工施設の

敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性

物質が流出するおそれがある場合，放射

性物質の流出を抑制するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。

抑①-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＯＸ燃料加工施設の敷地を通る排水路

3.2.10 原子炉建屋放水設備 

 

 

(2) 海洋への拡散抑制 

 

 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損に至った場合において，発電所外へ

の放射性物質の拡散を抑制するための重

大事故等対処設備として，海洋拡散抑制

設備を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海洋への放射性物質の拡散を抑制するた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 

設工認において設計として明

確化するため記載（語尾）を

適正化した（以下同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

MOX 燃料加工施設では事業変

更許可の記載に合わせて設備

構成を記載しているが、発電

炉では記載していない。（以

下同じ） 

（双方の記載） 

<不一致の理由> 

放射性物質の拡散を抑制する

方針は同じであるが，発電炉

と MOX 燃料加工施設の対象設

備の違いにより記載が異な

る。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

MOX 燃料加工施設の事業変更

許可の記載に合わせて MOX 燃

料加工施設の敷地に隣接する

尾駮沼を記載しているが，発

電炉では記載していない。 

18



別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十四条（工場等外への放射性物質等の拡散を抑制するための設備）（14 / 19） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（雨水集水桝 5箇所）に可搬型汚濁水

拡散防止フェンス及び放射性物質吸着

材を設置して，放射性物質の流出を抑

制できる設計とする。抑①-5 

 

抑制設備は，海洋への放射性物質の流

出を抑制するために，可搬型汚濁水拡

散防止フェンスを尾駮沼（2箇所）へ設

置して，放射性物質の流出を抑制でき

る設計とする。抑①-6 

 

 

抑制設備の放射性物質吸着材及び小型

船舶は，運搬車により運搬できる設計

とする。抑①-7 

 

排水路に設置する抑制設備の可搬型汚

濁水拡散防止フェンスは，運搬車によ

り運搬できる設計とする。抑①-8 

 

尾駮沼に設置する抑制設備の可搬型汚

濁水拡散防止フェンスは，ホース展張

車及び可搬型中型移送ポンプ運搬車で

運搬できる設計とする。抑①-9 

 

抑制設備は，再処理施設と共用する。

抑③-1 

 

再処理施設と共用する抑制設備は，MOX

燃料加工施設及び再処理施設における

重大事故等対処で同様の対処を実施す

ることで，共用によって重大事故等時

の対処に影響を及ぼさない設計とす

る。抑③-2,抑④-1 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，故障

時のバックアップを含めて必要な数量

を複数の外部保管エリアに分散して保

管することで位置的分散を図る設計と

する。抑②-1 

 

 

 

 

搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性

物質吸着材を設置して，放射性物質の流

出を抑制できる設計とする。抑①-5 

 

 

抑制設備は，海洋への放射性物質の流出

を抑制するために，可搬型汚濁水拡散防

止フェンスを尾駮沼へ設置して，放射性

物質の流出を抑制できる設計とする。 

抑①-6 

 

 

抑制設備の放射性物質吸着材及び小型船

舶は，運搬車により運搬できる設計とす

る。抑①-7 

 

排水路に設置する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンスは，運搬車により運

搬できる設計とする。抑①-8 

 

尾駮沼に設置する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンスは，ホース展張車及

び可搬型中型移送ポンプ運搬車で運搬で

きる設計とする。抑①-9 

 

抑制設備は，再処理施設と共用する。 

抑③-1 

 

抑制設備は，ＭＯＸ燃料加工施設及び再

処理施設における重大事故等対処で同様

の対処を実施することで，共用によって

重大事故等時の対処に影響を及ぼさない

設計とする。抑③-2,抑④-1 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

ス，放射性物質吸着材及び小型船舶は，

故障時のバックアップを含めて必要な数

量を複数の外部保管エリアに分散して保

管することで位置的分散を図る。抑②-1 

 

 

 

 

 

 

 

に可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放

射性物質吸着材を設置する。抑◇1  

 

 

 

海洋への放射性物質の流出を抑制するた

めに尾駮沼に可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンスを設置する。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備は，再処理施設と共用する。 

抑◇1  

 

 

 

 

 

ｂ．設計方針 

(ａ) 共通要因故障に対する考慮 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)①

ａ．共通要因故障に対する考慮」に示

す。抑◇2  

ⅰ．可搬型重大事故等対処設備 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

ス，放射性物質吸着材及び小型船舶は，

故障時のバックアップを含めて必要な数

量を複数の外部保管エリアに分散して保

管することで位置的分散を図る。抑◇1  

 

 

 

(ｂ) 悪影響防止 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)①

ｂ．悪影響防止」に示す。抑◇2  

ⅰ．可搬型重大事故等対処設備 

めの重大事故等対処設備として，海洋拡

散抑制設備は，汚濁防止膜等で構成し，

汚濁防止膜（可搬型）は，汚染水が発電

所から海洋に流出する 12 箇所（雨水排

水路集水桝 9箇所及び放水路 3箇所）に

設置できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

MOX 燃料加工施設の事業変更

許可の記載に合わせて放射性

物質吸着材，小型船舶及び可

搬型汚濁水拡散防止フェンス

の運搬に係る設計方針を記載

した。 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開して記

載しているため。 

【許可からの変更点】 

発電炉の汚濁防止膜(可搬型)

に係る記載を踏まえて，基本

設計方針対象設備である可搬

型汚濁水拡散防止フェンス及

び放射性物質吸着材の設置が

必要な箇所を明確にするよう

追記した。（以下同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

MOX 燃料加工施設の事業変更許

可の記載に合わせて放射性物

質等の流出抑制のため放射性

物質吸着材を使用する設計を

記載しているが，発電炉では

記載していない。 

【許可からの変更点等】 

設計方針の内容を明確にするため，30 条

重大事故等対処設備の基本設計方針に記載

する位置的分散に係る内容を追記した。 
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屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸

着材は，竜巻により飛来物とならない

よう必要に応じて固縛等の措置をとる

ことで他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。抑③-3 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する抑制設備の可搬

型汚濁水拡散防止フェンスは，海洋，

河川，湖沼等への放射性物質の流出を

抑制するため，設置場所に応じた高さ

及び幅を有する設計とするとともに，

保有数は，必要数及び予備として故障

時のバックアップを含め十分な数量を

確保する設計とする。抑③-4,抑④-2 

 

可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，必

要数として，雨水集水桝 5箇所の設置

場所に計 10 本高さ約 0.50m，幅約

11.0m（4 本），高さ約 0.50m，幅約

5.3m（2 本），高さ約 0.73m，幅約 4.2m

（2 本），高さ約 0.63m，幅約 8.4m（2

本））及び尾駮沼 2箇所の設置場所に

計 106 本（高さ約 4.0m，幅約 20.0m）

の合計 116 本を確保する設計とする。

また，予備として 116 本を確保する設

計とし，保有数として計 232 本を確保

する設計とする。抑③-5,抑④-3 

 

 

 

再処理施設と共用する抑制設備の放射

性物質吸着材は，MOX 燃料加工施設の敷

地を通る排水路を考慮して，排水路に

設置するため，保有数は，必要数及び

予備として故障時のバックアップを含

め十分な数量を確保する設計とする。

抑③-6,抑④-4 

 

放射性物質吸着材は，必要数として，

雨水集水桝 5箇所に計約 5,430 ㎏を確

保する設計とする。また，予備とし

て，計約 5,430 ㎏を確保する設計と

し，保有数として計約 10,860 ㎏を確保

する設計とする。抑③-7,抑④-5 

 

再処理施設と共用する抑制設備の小型

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水

拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材

は，竜巻により飛来物とならないよう必

要に応じて固縛等の措置をとることで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。抑③-3 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する抑制設備の可搬型

汚濁水拡散防止フェンスは，海洋，河

川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制

するため，設置場所に応じた高さ及び幅

を有する設計とするとともに，必要数を

確保することに加えて，予備として故障

時のバックアップを確保する。 

抑③-4,抑④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する抑制設備の放射性

物質吸着材は，ＭＯＸ燃料加工施設の敷

地を通る排水路を考慮して，排水路に設

置する必要数を確保することに加えて，

予備として故障時のバックアップを確保

する。抑③-6,抑④-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する抑制設備の小型船

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水

拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材

は，竜巻により飛来物とならないよう必

要に応じて固縛等の措置をとることで他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。抑◇1  

 

(ｃ) 個数及び容量 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)② 

個数及び容量」に示す。抑◇2  

ⅰ．可搬型重大事故等対処設備 

再処理施設と共用する抑制設備の可搬型

汚濁水拡散防止フェンスは，海洋，河

川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制

するため，設置場所に応じた高さ及び幅

を有する設計とするとともに，必要数を

確保することに加えて，予備として故障

時のバックアップを確保する。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する抑制設備の放射性

物質吸着材は，ＭＯＸ燃料加工施設の敷

地を通る排水路を考慮して，排水路に設

置する必要数を確保することに加えて，

予備として故障時のバックアップを確保

する。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設と共用する抑制設備の小型船

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚濁防止膜（可搬型）は，海洋への放射

性物質の拡散を抑制するため，設置場所

に応じた高さ及び幅を有する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

必要数は，各設置場所に必要な幅に対し

て汚濁防止膜を二重に計 2本設置するこ

ととし，雨水排水路集水桝 9箇所の設置

場所に計 18 本（高さ約 3m，幅約 3m（12

本），高さ約 2m，幅約 3m（6 本））及

び放水路 3箇所の設置場所に計 6本（高

さ約 4m，幅約 4m（6 本））の合計 24 本

使用する設計とする。 

また，予備については，保守点検は目視

点検であり，保守点検中でも使用可能で

あるため，保守点検用は考慮せずに，破

れ等の破損時の予備用として各設置場所

に対して 2本の計 24 本を保管すること

とし，予備を含めた保有数として設置場

所 12 箇所分の合計 48 本を保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑③-5,抑④-3(P19 か

ら) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑③-7,抑④-5(P19 か

ら) 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開して記

載しているため。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備の仕様について，

発電炉の記載を踏まえて基本設計方針に

記載した。 

【「等」の解説】 

「海洋，河川，湖沼等」とは敷地外の水

系の総称として示した記載であることか

ら許可の記載のとおりとした。 

(双方の記載） 

<不一致の理由> 

発電炉では汚濁防止膜を各設置場

所に二重に設置する方針である

が，MOX 燃料加工施設では，二重

（雨水集水桝）又は一重（尾駮

沼）で設置する方針であるため記

載しない。 

【「等」の解説】 

「固縛等」が指す具体的な内

容は設備によって異なり，添

付書類において明確化するた

め，基本設計方針では等のま

まとした。（以下同じ） 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

MOX 燃料加工施設の事業変更

許可の記載に合わせて河川，

湖沼等を記載しているが，発

電炉では記載していない。 

【許可からの変更点】 

基本設計方針対象設備の仕様について，

他の発電炉の記載を踏まえて基本設計方

針に記載した。 
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船舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水拡散防

止フェンスを設置するために必要な能

力を有する設計とするとともに，保有

数は，必要数として 1艇，予備として

故障時及び点検保守による待機除外時

のバックアップを 2艇の合計 3艇以上

を確保する設計とする。抑③-8,抑④-6 

 

再処理施設と共用する抑制設備の運搬

車は，可搬型汚濁水防止フェンス，放

射性物質吸着材及び小型船舶を運搬す

るために，保有数は，必要数として 1

台，予備として故障時のバックアップ

を 1台の合計 2台以上を確保する設計

とする。抑③-9,抑④-7 

 

点検保守による待機除外時のバックア

ップについては，同型設備である「7.6 

水供給設備」の運搬車の点検保守によ

る待機除外時のバックアップと兼用す

る設計とする。抑③-10,抑④-8 

 

再処理施設と共用する抑制設備の可搬

型中型移送ポンプ運搬車は，可搬型汚

濁水防止フェンスを運搬できる設計と

するとともに，保有数は，必要数とし

て 2台，予備として故障時及び点検保

守による待機除外時のバックアップを 3

台の合計 5台以上を確保する設計とす

る。抑③-11,抑④-9 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス及び小型船舶は，汽水の影響に対

して耐腐食性材料を使用する設計とす

る。抑⑤-1 

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁

水拡散防止フェンス及び放射性物質吸

着材は，風（台風）及び竜巻に対し

て，風（台風）及び竜巻による風荷重

を考慮し，収納するコンテナ等に対し

て転倒防止，固縛等の措置を講じて保

管する設計とする。抑⑤-2 

 

 

抑制設備の小型船舶は，外部からの衝

撃による損傷を防止できる第 1保管

庫・貯水所及び第 2保管庫・貯水所に

舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水拡散防止フ

ェンスを設置するために必要な能力を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として１艇，予備として故障時及び

点検保守による待機除外時のバックアッ

プを２艇の合計３艇以上を確保する。 

抑③-8,抑④-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

ス及び小型船舶は，汽水の影響に対して

耐腐食性材料を使用する設計とする。 

抑⑤-1 

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水

拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材

は，風（台風）及び竜巻に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，収容するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。抑⑤-2 

 

 

抑制設備の小型船舶は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる第１保管庫・貯

水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，

舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水拡散防止フ

ェンスを設置するために必要な能力を有

する設計とするとともに，保有数は，必

要数として１艇，予備として故障時及び

点検保守による待機除外時のバックアッ

プを２艇の合計３艇以上を確保する。 

抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｄ) 環境条件等 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)③

環境条件等」に示す。抑◇2  

ⅰ．可搬型重大事故等対処設備 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

ス及び小型船舶は，汽水の影響に対して

耐腐食性材料を使用する設計とする。 

抑◇1  

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水

拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材

は，風（台風）及び竜巻に対して，風

（台風）及び竜巻による風荷重を考慮

し，収容するコンテナ等に対して転倒防

止，固縛等の措置を講じて保管する設計

とする。抑◇1  

 

抑制設備の小型船舶は，外部からの衝撃

による損傷を防止できる第１保管庫・貯

水所及び第２保管庫・貯水所に保管し，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑③-8,抑④-6(P19 か

ら) 

 

 

 

 

 

 

抑③-9,抑④-7 (P19

から) 

 

 

 

 

抑③-10,抑④-8 (P19

から) 

 

 

 

 

 

 

 

抑③-11,抑④-9 (P19

から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開して記

載しているため。 

【許可からの変更点等】 

基本設計方針対象設備の個数に

ついては，許可本文の記載を踏

まえ基本設計方針にて記載す

る。 

【「等」の解説】 

「コンテナ等」は，複数種類の

コンテナの総称として許可の記

載のとおりとした。(以下同じ) 
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保管し，風（台風）等により重大事故

等への対処に必要な機能を損なわない

設計とする。抑⑤-3 

 

地震を要因とする重大事故等が発生し

た場合に対処に用いる抑制設備の小型

船舶は，「8.2 重大事故等対処設備」

の「8.2.7．地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることで重大事故等への対処

に必要な機能を損なわない設計とす

る。抑⑤-4 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス，放射性物質吸着材及び小型船舶

は，内部発生飛散物の影響を考慮し，

外部保管エリアの内部発生飛散物の影

響を受けない場所に保管することによ

り，重大事故等への対処に必要な機能

を損なわない設計とする。 

抑⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の小型船舶は，想定される重

大事故等が発生した場合においても操

作に支障がないように線量率の高くな

るおそれの少ない屋外で操作可能な設

計とする。抑⑤-6 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンスは，簡便な接続方式に統一するこ

とにより，速やかに，容易かつ確実に

現場での接続が可能な設計とする。 

抑⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。抑⑤-3 

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる抑制設備の小型船舶は，「ロ．

(ト)(２)②ｅ．地震を要因とする重大事

故等に対する施設の耐震設計」に基づく

設計とすることでその機能を損なわない

設計とする。抑⑤-4 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

ス，放射性物質吸着材及び小型船舶は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保

管エリアの内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。抑⑤-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の小型船舶は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように線量率の高くなるおそ

れの少ない屋外で操作可能な設計とす

る。抑⑤-6 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

スは，簡便な接続方式とすることで，現

場での接続が可能な設計とする。抑⑥-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。抑◇1  

 

 

地震を要因として発生した場合に対処に

用いる抑制設備の小型船舶は，「イ．

(ハ)(１)⑤ 地震を要因とする重大事故

等に対する施設の耐震設計」に基づく設

計とすることでその機能を損なわない設

計とする。抑◇1  

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

ス，放射性物質吸着材及び小型船舶は，

内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保

管エリアの内部発生飛散物の影響を受け

ない場所に保管することにより，機能を

損なわない設計とする。抑◇1  

 

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水

拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材

は，コンテナ等に収容して保管し，積雪

及び火山の影響に対して，積雪に対して

は除雪する手順を，火山の影響（降下火

砕物による積載荷重）に対しては除灰す

る手順を整備する。抑◇3  

抑制設備の小型船舶は，想定される重大

事故等が発生した場合においても操作に

支障がないように線量率の高くなるおそ

れの少ない屋外で操作可能な設計とす

る。抑◇1  

 

(ｅ) 操作性の確保 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)④

ａ．操作性の確保」に示す。抑◇2  

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

スは，簡便な接続方式とすることで，現

場での接続が可能な設計とする。抑◇1  

 

ｃ．主要設備の仕様 

抑制設備の主要設備の仕様を添５第 51

表に示す。抑◇1  

 

ｄ．系統構成及び主要設備 

(ａ) 系統構成 

工場等外への放射性物質の拡散を抑制す

るための設備として，建物に放水した水

に放射性物質が含まれていることを考慮

し，ＭＯＸ燃料加工施設の敷地を通る排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開して記

載しているため。 

【許可からの変更点】 

設計方針の内容を明確にするた

め， 30 条重大事故等対処設備

の基本設計方針に記載する操作

性に係る内容を追記した。 

【「等」の解説】 

「風（台風）等」について，

考慮している自然現象の内容

は個々の設備の評価とあわせ

て明確化するため，基本設計

方針では等のままとした。 

（以下同じ） 

【許可からの変更点】 

表現の統一化。（以下同じ） 
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抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス及び放射性物質吸着材は，通常時

において，重大事故等に対処するため

に必要な機能を確認するため，外観の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

ス及び放射性物質吸着材は，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，外観の確認が可

水路を通じてＭＯＸ燃料加工施設の敷地

に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物質

が流出することを抑制するための重大事

故等対処設備として，抑制設備を使用す

る。抑◇1  

抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フェ

ンス，放射性物質吸着材，小型船舶，運

搬車及び可搬型中型移送ポンプ運搬車で

構成する。抑◇1  

放射性物質の流出を抑制するための対処

では，抑制設備に加えて水供給設備の一

部であるホース展張車及び補機駆動用燃

料補給設備の一部である軽油貯槽を使用

する。抑◇1  

補機駆動用燃料補給設備の一部である軽

油貯槽を常設重大事故等対処設備として

設置する。抑◇1  

水供給設備の一部であるホース展張車を

可搬型重大事故等対処設備として配備す

る。抑◇1  

補機駆動用燃料補給設備については

「ト．(イ)(４)④ 系統構成」に，水供

給設備については「ト．(イ)(６)④ 系

統構成及び主要設備」に示す。抑◇1  

(ｂ) 主要設備  

可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射

性物質吸着材は，建物に放水した水に放

射性物質が含まれていることを考慮し，

ＭＯＸ燃料加工施設の敷地を通る排水路

に設置して，放射性物質の流出を抑制で

きる設計とする。抑◇1  

放射性物質吸着材及び小型船舶は，運搬

車により運搬できる設計とする。抑◇1  

排水路に設置する可搬型汚濁水拡散防止

フェンスは，運搬車により運搬できる設

計とする。抑◇1  

尾駮沼に設置する可搬型汚濁水拡散防止

フェンスは，ホース展張車及び可搬型中

型移送ポンプ運搬車で運搬できる設計と

する。抑◇1  

抑制設備の配置図を添５第 75 図に示

す。抑◇4  

ｅ．試験・検査 

基本方針については，「イ．(ハ)(１)①

ｂ．試験・検査性」に示す。放◇2  

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェン

ス及び放射性物質吸着材は，通常時にお

いて，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，外観の確認が可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開して記

載しているため。 
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別紙 1① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

第三十四条（工場等外への放射性物質等の拡散を抑制するための設備）（19 / 19） 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認が可能な設計とする。また，当該

機能を健全に維持するため，取替え等

が可能な設計とする。抑⑦-1 

 

抑制設備の小型船舶は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要

な機能を確認するため，外観点検，員

数確認，性能確認が可能な設計とす

る。また，当該機能を健全に維持する

ため，分解点検等が可能な設計とす

る。抑⑦-2 

 

能な設計とする。また，当該機能を健全

に維持するため，取替え等が可能な設計

とする。抑⑦-1 

 

抑制設備の小型船舶は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，員数確

認，性能確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，分

解点検等が可能な設計とする。抑⑦—2 

 

ａ．主要な設備 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

可搬型汚濁水拡散防止フェンス（再処理

施設と共用） 

数  量  １式 抑③-5,抑④-3 

放射性物質吸着材（再処理施設と共用） 

数  量  １式 抑③-7,抑④-5 

小型船舶（再処理施設と共用） 

艇  数  ３艇（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを２艇） 

抑③-8,抑④-6 

運搬車（再処理施設と共用） 

台  数  ２台（予備として故障時時

のバックアップを１台）（待機除外時の

バックアップを水供給設備の運搬車の待

機除外時のバックアップと兼用） 

抑③-9,抑④-7, 抑③-10,抑④-8 

 

可搬型中型移送ポンプ運搬車（再処理施

設と共用） 

台  数  ５台（予備として故障時及

び待機除外時のバックアップを３台） 

抑③-11,抑④-9 

能な設計とする。また，当該機能を健全

に維持するため，取替え等が可能な設計

とする。抑◇1  

 

抑制設備の小型船舶は，通常時におい

て，重大事故等に対処するために必要な

機能を確認するため，外観点検，員数確

認，性能確認等が可能な設計とする。ま

た，当該機能を健全に維持するため，分

解点検等が可能な設計とする。抑◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抑③-5,抑④-3(P15

へ) 

抑③-7,抑④-5(P15

へ) 

 

 

抑③-8,抑④-6(P16

へ) 

 

 

 

 

抑③-9,抑④-7 

抑③-10,抑④-8  

(P16 へ) 

 

 

 

抑③-11,抑④-9 (P16

へ) 

 

 

【「等」の解説】 

詳細な保守・修理の方法につ

いては，保安規定に基づき策

定する施設管理実施計画にお

いて明確化するため，基本設

計方針では「等」のままとし

た。(以下同じ) 

（当社の記載） 

<不一致の理由> 

当社は，事業変更許可時に事

業許可基準規則の 27 条重大

事故等対処設備の設計方針を

各 SA 設備条文に展開して記

載しているため。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第三十四条（工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

放① 

抑① 

工場等外への放射性物質の拡

散を抑制するために必要な設

備に関する説明 

技術基準の要求事項を受けている

内容 
1 項 1 号 － c,e 

放② 

抑② 
共通要因故障に対する内容 

技術基準規則（第三十条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 34 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

 －   

(30 条 3 項 2 号) 

(30 条 3項 4号) 

(30 条 3項 6号) 

－ b 

放③ 

抑③ 
悪影響防止に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 34 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

(30 条 1 項 6 号) 
－ b 

放④ 

抑④ 
個数及び容量に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 34 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

(30 条 1項 1号) 
－ a 

放⑤ 

抑⑤ 
環境条件等に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 34 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

(30 条 1項 2号) 

(30 条 1項 7号) 

(30 条 3項 3号) 

(30 条 3項 4号) 

－ b 

放⑥ 

抑⑥ 
操作性の確保に関する内容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 34 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

(30 条 1項 3号) 

(30 条 1項 5号) 

(30 条 3項 1号) 

－ b 

放⑦ 

抑⑦ 

試験・検査性の確保に関する内

容 

技術基準規則（第 30 条）に基づ

く共通設計方針のうち，技術基準

規則（第 34 条）の設備として考

慮すべき特記事項 

－ 

(30 条 1項 4号) 
－ b 

25



設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

放⑧ 

抑⑧ 

放射性物質の拡散を抑制するた

めの対処及び航空機燃料火災へ

の対処に使用する設備 

放射性物質の拡散を抑制するため

の対処及び航空機燃料火災への対

処に使用する水供給設備に係る事

項 

－ - d 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

放□1  

抑□1  
他条文で展開する事項 

第 36 条電源設備（補機駆動用燃料補給設備）にて，説

明する内容であるため，記載しない 
- 

放□2  設備仕様 仕様表に記載する内容である。 f 

３．事業変更許可申請書の添五のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

放◇1  

抑◇1  
重複記載 

事業変更許可申請書の本文又は添付書類五の記載と重複

する内容である。 
- 

放◇2  

抑◇2  

第 30 条からの展開事項の基本

方針 

本条文にて第 30 条「重大事故等対処設備」に関連する設

計方針を展開しているが、基本方針については第 30 条の

基本設計方針にて記載する。 

b 

放◇3  

抑◇3  

保安規定（除雪及び除灰）に関

する運用 

保安規定（除雪及び除灰）に関する事項は第 30 条「重大

事故等対処設備」にて明確にするため，記載しない。 
- 

放◇4  

抑◇4  
系統図，配置図の呼び込み 系統図，配置図の呼び込み場所の記載である。 e 

放◇5  仕様表の呼び込み 仕様表の呼び込み場所の記載である。 f 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b V-1-1-4 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関

する説明書 

c V-1-6-2 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に関する説明書 

d V-1-6-3 重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に関する説明書 

e V-2-3 系統図 

V-2-4 配置図 

V-2-5 構造図 

f 仕様表 
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令和４年７月 13 日 Ｒ２ 

 

 

 

別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

拡散抑制設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項目
の「3.自然現象」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工施設内にお
ける溢水による損傷の防止」及び「8.設備に対する要求事項」に基づく設
計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 - - - - - - - - - - - - -

2
重大事故等が発生した場合において，工場等外への放射性物質の拡散を抑
制するために必要な重大事故等対処設備として，放水設備及び抑制設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
1．概要
2．基本方針
2.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制す
るための設備】
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために
以下の設備を設けることを説明する。
・大気中への放射性物質の拡散を抑制するための
設備
・海洋，下線，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための設備
・燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するための設備

- - - - - - - - - - -

3
燃料加工建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射性物質の拡散
に至るおそれがある場合，建屋に放水し，放射性物質の拡散を抑制するた
めに必要な重大事故等対処設備として放水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
2.1.1　大気中への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制するた
めの設備

【2.1.1　大気中への放射性物質の拡散を抑制す
るための設備】
・燃料加工建屋にて重大事故等が発生し，大気中
への放射性物質の拡散に至るおそれがある場合
に，建屋に放水し，放射性物質の拡散を抑制する
ための設備として，放水設備を設けることを説明
する。
【3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の拡散を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・大気中への放射性物質の拡散を抑制するために
用いる設備構成
・放水設備の系統構成
・第１貯水槽から燃料加工建屋までのホース敷設
ルート
・放水に係る揚程と放水範囲
・建屋への放水に係る考慮事項

- - - - - - - - - - -

4
燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場
合，泡消火又は放水による消火活動を実施するために必要な重大事故等対
処設備として放水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
2.1.3燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するための設備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するための設備

【2.1.3燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するための設備】
燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料
火災が発生した場合，泡消火又は放水による消火活動を
実施するために必要な設備として放水設備を設けること
を説明する。
【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するための設備】
〇燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃
料火災に対応するための設備の設計に関して，以下の観
点について，説明する。
・燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃
料火災に対応するために用いる設備構成
・放水設備の系統（3.1.1大気中への放射性物質の拡散
を抑制するための設備と同じ）
・泡消火薬剤の供給方法と泡消火薬剤量の妥当性につい
て
・航空機燃料火災への対応に係る考慮事項

- - - - - - - - - - -

5

放水設備は，大型移送ポンプ車(再処理施設と共用(以下同じ。))，可搬型
放水砲(再処理施設と共用(以下同じ。))，可搬型建屋外ホース(再処理施
設と共用(以下同じ。))，ホイールローダ(再処理施設と共用(以下同
じ。))，可搬型放水砲流量計(再処理施設と共用(以下同じ。))及び可搬型
放水砲圧力計(再処理施設と共用(以下同じ。))で構成し，放射性物質の拡
散を抑制するとともに航空機燃料火災に対応できる設計とする。

機能要求①

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
ホイールローダ
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

基本方針

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備に
関する説明書
2.1.1　大気中への放射性物質の拡散を抑制するための
設備
2.1.3燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空
機燃料火災に対応するための設備
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制するための設
備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空
機燃料火災に対応するための設備
Ⅴ-2-3
系統図
V-2-4
配置図
Ⅴ-2-5
構造図

【2.1.1　大気中への放射性物質の拡散を抑制するため
の設備】
【2.1.3燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するための設備】
【3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制するための
設備】
【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するための設備】
〇大気中への放射性物質の拡散を抑制するための設備及
び燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃
料火災に対応するための設備の設計に関して，以下の観
点について，説明する。
・大気中への放射性物質の拡散を抑制するために用いる
設備構成
・燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃
料火災に対応するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
【Ⅴ-2-3系統図、V-2-4配置図、Ⅴ-2-5構造図】
・放水設備の系統構成、設置場所について、系統図、配
置図にて説明する。
・放水設備の構造について、構造図にて説明する。

- - - - - - - - - - -

6

放射性物質の拡散を抑制するための対処及び航空機燃料火災への対処で
は，水供給設備の一部である第１貯水槽，ホース展張車及び運搬車を使用
する。
水供給設備の一部である第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として設置
する。
水供給設備の一部であるホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処
設備として配備する。
水供給設備については，「I　Ⅰ-1　第2章　7.6　水供給設備」に示す。

機能要求①
第1貯水槽
ホース展張車
運搬車

設計方針(設備構成)

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制するた
めの設備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するための設備
Ⅴ-1-6-3
重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に
関する説明書
2.1　 重大事故等への対処に必要となる水の供給
設備

【3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備】
【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災に対応するための設備】
・大気中への放射性物質の拡散を抑制するために
用いる設備構成
・燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するために用いる設備構成
【2.1　 重大事故等への対処に必要となる水の供
給設備】
・放射性物質の拡散を抑制するための対処及び航
空機燃料火災への対処に係る水供給設備について
説明する。

- - - - - - - - - - -

7

放水設備は，燃料加工建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射
性物質の拡散に至るおそれがある場合，大型移送ポンプ車から供給する水
を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲により燃料加工建屋に放水
できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
第1貯水槽

基本方針

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制するた
めの設備

【3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の拡散を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・大気中への放射性物質の拡散を抑制するために
用いる設備構成
・放水設備の系統構成
・第１貯水槽から燃料加工建屋までのホース敷設
ルート
・放水に係る揚程と放水範囲

- - - - - - - - - - -

展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容
第１回申請

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
第２回申請
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

1

拡散抑制設備の設計に係る共通的な設計方針については，第1章 共通項目
の「3.自然現象」，「5.火災等による損傷の防止」，「6.加工施設内にお
ける溢水による損傷の防止」及び「8.設備に対する要求事項」に基づく設
計とする。

冒頭宣言

2
重大事故等が発生した場合において，工場等外への放射性物質の拡散を抑
制するために必要な重大事故等対処設備として，放水設備及び抑制設備を
設ける設計とする。

冒頭宣言

3
燃料加工建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射性物質の拡散
に至るおそれがある場合，建屋に放水し，放射性物質の拡散を抑制するた
めに必要な重大事故等対処設備として放水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言

4
燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した場
合，泡消火又は放水による消火活動を実施するために必要な重大事故等対
処設備として放水設備を設ける設計とする。

冒頭宣言

5

放水設備は，大型移送ポンプ車(再処理施設と共用(以下同じ。))，可搬型
放水砲(再処理施設と共用(以下同じ。))，可搬型建屋外ホース(再処理施
設と共用(以下同じ。))，ホイールローダ(再処理施設と共用(以下同
じ。))，可搬型放水砲流量計(再処理施設と共用(以下同じ。))及び可搬型
放水砲圧力計(再処理施設と共用(以下同じ。))で構成し，放射性物質の拡
散を抑制するとともに航空機燃料火災に対応できる設計とする。

機能要求①

6

放射性物質の拡散を抑制するための対処及び航空機燃料火災への対処で
は，水供給設備の一部である第１貯水槽，ホース展張車及び運搬車を使用
する。
水供給設備の一部である第１貯水槽を常設重大事故等対処設備として設置
する。
水供給設備の一部であるホース展張車及び運搬車を可搬型重大事故等対処
設備として配備する。
水供給設備については，「I　Ⅰ-1　第2章　7.6　水供給設備」に示す。

機能要求①

7

放水設備は，燃料加工建屋において重大事故等が発生し，大気中への放射
性物質の拡散に至るおそれがある場合，大型移送ポンプ車から供給する水
を，可搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲により燃料加工建屋に放水
できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

項目
番号

基本設計方針 要求種別
説明対象

申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

- - - - - - ○ - 基本方針 - - -

- - - - - - ○ - 基本方針 -

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
1．概要
2．基本方針
2.1　工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備

【1.概要】
【2.基本方針】
【2.1　工場等外への放射性物質の
拡散を抑制するための設備】
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するために以下の設備を設け
ることを説明する。
・大気中への放射性物質の拡散を
抑制するための設備
・海洋，下線，湖沼等への放射性
物質の流出を抑制するための設備
・燃料加工建屋周辺における航空
機衝突による航空機燃料火災に対
応するための設備

- - - - - - ○ - 基本方針 -

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
2.1.1　大気中への放射性物質の拡
散を抑制するための設備
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡
散を抑制するための設備

【2.1.1　大気中への放射性物質の拡散
を抑制するための設備】
・燃料加工建屋にて重大事故等が発生
し，大気中への放射性物質の拡散に至
るおそれがある場合に，建屋に放水
し，放射性物質の拡散を抑制するため
の設備として，放水設備を設けること
を説明する。
【3.1.1 大気中への放射性物質の拡散
を抑制するための設備】
〇大気中への放射性物質の拡散を抑制
するための設備の設計に関して，以下
の観点について，説明する。
・大気中への放射性物質の拡散を抑制
するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
・第１貯水槽から燃料加工建屋までの
ホース敷設ルート
・放水に係る揚程と放水範囲
・建屋への放水に係る考慮事項

- - - - - - ○ - 基本方針 -

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
2.1.3燃料加工建屋周辺における航
空機衝突による航空機燃料火災に
対応するための設備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における
航空機衝突による航空機燃料火災
に対応するための設備

【2.1.3燃料加工建屋周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災に対応するための設
備】
燃料加工建屋周辺における航空機衝突による
航空機燃料火災が発生した場合，泡消火又は
放水による消火活動を実施するために必要な
設備として放水設備を設けることを説明す
る。
【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災に対応するための設
備】
〇燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するための設備の設
計に関して，以下の観点について，説明す
る。
・燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するために用いる設
備構成
・放水設備の系統（3.1.1大気中への放射性物
質の拡散を抑制するための設備と同じ）
・泡消火薬剤の供給方法と泡消火薬剤量の妥
当性について
・航空機燃料火災への対応に係る考慮事項

- - - - - - ○ -

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
ホイールローダ
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

-

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制
するための設備に関する説明書
2.1.1　大気中への放射性物質の拡散を
抑制するための設備
2.1.3燃料加工建屋周辺における航空機
衝突による航空機燃料火災に対応する
ための設備
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を
抑制するための設備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空
機衝突による航空機燃料火災に対応す
るための設備
Ⅴ-2-3
系統図
V-2-4
配置図
Ⅴ-2-5
構造図

【2.1.1　大気中への放射性物質の拡散を抑制
するための設備】
【2.1.3燃料加工建屋周辺における航空機衝突
による航空機燃料火災に対応するための設
備】
【3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制
するための設備】
【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災に対応するための設
備】
〇大気中への放射性物質の拡散を抑制するた
めの設備及び燃料加工建屋周辺における航空
機衝突による航空機燃料火災に対応するため
の設備の設計に関して，以下の観点につい
て，説明する。
・大気中への放射性物質の拡散を抑制するた
めに用いる設備構成
・燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するために用いる設
備構成
・放水設備の系統構成
【Ⅴ-2-3系統図、V-2-4配置図、Ⅴ-2-5構造
図】
・放水設備の系統構成、設置場所について、
系統図、配置図にて説明する。
・放水設備の構造について、構造図にて説明
する。

- - - - - - ○ -
第1貯水槽
ホース展張車
運搬車

-

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制
するための設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を
抑制するための設備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空
機衝突による航空機燃料火災に対応す
るための設備
Ⅴ-1-6-3
重大事故等への対処に必要となる水の
供給設備に関する説明書
2.1　 重大事故等への対処に必要とな
る水の供給設備

【3.1.1 大気中への放射性物質の拡散
を抑制するための設備】
【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航
空機衝突による航空機燃料火災に対応
するための設備】
・大気中への放射性物質の拡散を抑制
するために用いる設備構成
・燃料加工建屋周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災に対応するた
めに用いる設備構成
【2.1　 重大事故等への対処に必要と
なる水の供給設備】
・放射性物質の拡散を抑制するための
対処及び航空機燃料火災への対処に係
る水供給設備について説明する。

- - - - - - ○ -

第1貯水槽

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
<主配管>
外径・厚さ

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡
散を抑制するための設備

【3.1.1 大気中への放射性物質の
拡散を抑制するための設備】
〇大気中への放射性物質の拡散を
抑制するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明す
る。
・大気中への放射性物質の拡散を
抑制するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
・第１貯水槽から燃料加工建屋ま
でのホース敷設ルート
・放水に係る揚程と放水範囲

第３回申請 第４回申請
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
第２回申請

8

放水設備は，燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災
が発生した場合，大型移送ポンプ車から水及び泡消火薬剤（2ｍ3）を，可
搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲へ供給することで，放水による消
火活動を行い，航空機燃料火災に対応できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
第1貯水槽

基本方針

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するための設備

【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災に対応するための設備】
〇燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明する。
・燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するために用いる設備構成
・放水設備の系統（3.1.1大気中への放射性物質
の拡散を抑制するための設備と同じ）
・泡消火薬剤の供給方法と泡消火薬剤量の妥当性
について

- - - - - - - - - - -

9
放水設備は，移動等により複数の方向から燃料加工建屋に向けて放水する
ことが可能な設計とする。

設置要求

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
ホイールローダ
第1貯水槽

基本方針 - - - - - - - - - - -

10
放水設備の可搬型放水砲は，放水設備のホイールローダを用いて運搬でき
る設計とする。

設置要求 可搬型放水砲 基本方針 - - - - - - - - - - -

11
放水系統には，放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計を
設置し，放水時の流量及び圧力を確認できる設計とする。

機能要求②
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

基本方針

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
2.1.4　工場等外への放射性物質の拡散を抑制す
るための設備に係る計器
3.1.4　工場等外への放射性物質の拡散を抑制す
るための設備に係る計器

【2.1.4　工場等外への放射性物質の拡散を抑制
するための設備に係る計器】
　大気中への放射性物質の拡散を抑制するための
設備，燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するための設備の対処を
実施するため，放水砲圧力と放水砲流量を計測す
るための設備を設けることを説明する。
【3.1.4　工場等外への放射性物質の拡散を抑制
するための設備に係る計器】
〇工場等外への放射性物質の拡散を抑制するため
の設備に係る計器に係る計器の設計に関して，以
下の観点について，説明する。
・可搬型放水砲流量計の測定原理，計測範囲
・可搬型放水砲圧力計の測定原理，計測範囲

- - - - - - - - - - -

12 放水設備の可搬型放水砲流量計は，乾電池を使用する設計とする。 機能要求① 可搬型放水砲流量計 基本方針

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
3.1.4　工場等外への放射性物質の拡散を抑制す
るための設備に係る計器

【3.1.4　工場等外への放射性物質の拡散を抑制
するための設備に係る計器】
〇工場等外への放射性物質の拡散を抑制するため
の設備に係る計器に係る計器の設計に関して，以
下の観点について，説明する。
・可搬型放水砲流量計の測定原理，計測範囲
・可搬型放水砲圧力計の測定原理，計測範囲

- - - - - - - - - - -

13
建物への放水については，臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮して行
うことを，保安規定に定めて，管理する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制するた
めの設備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するための設備

【3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の拡散を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・建屋への放水に係る考慮事項
【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災に対応するための設備】
〇燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明する。
・航空機燃料火災への対応に係る考慮事項

- - - - - - - - - - -

14 放水設備は，再処理施設と共用する。 機能要求①

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
ホイールローダ
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

設計方針（悪影響防止）

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2 健全性確保のための設計方針
(2) 共用

【2.4.2 健全性確保のための設計方針　(2) 共
用】
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。

- - - - - - - - - - -

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制するた
めの設備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突によ
る航空機燃料火災に対応するための設備

【3.1.1 大気中への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備】
〇大気中への放射性物質の拡散を抑制するための
設備の設計に関して，以下の観点について，説明
する。
・大気中への放射性物質の拡散を抑制するために
用いる設備構成
・放水設備の系統構成
・第１貯水槽から燃料加工建屋までのホース敷設
ルート
・放水に係る揚程と放水範囲
・建屋への放水に係る考慮事項
【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航空機衝突に
よる航空機燃料火災に対応するための設備】
〇燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明する。
・燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航
空機燃料火災に対応するために用いる設備構成
・放水設備の系統（3.1.1大気中への放射性物質
の拡散を抑制するための設備と同じ）
・泡消火薬剤の供給方法と泡消火薬剤量の妥当性
について
・航空機燃料火災への対応に係る考慮事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

8

放水設備は，燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災
が発生した場合，大型移送ポンプ車から水及び泡消火薬剤（2ｍ3）を，可
搬型建屋外ホースを介して可搬型放水砲へ供給することで，放水による消
火活動を行い，航空機燃料火災に対応できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

9
放水設備は，移動等により複数の方向から燃料加工建屋に向けて放水する
ことが可能な設計とする。

設置要求

10
放水設備の可搬型放水砲は，放水設備のホイールローダを用いて運搬でき
る設計とする。

設置要求

11
放水系統には，放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計を
設置し，放水時の流量及び圧力を確認できる設計とする。

機能要求②

12 放水設備の可搬型放水砲流量計は，乾電池を使用する設計とする。 機能要求①

13
建物への放水については，臨界安全に及ぼす影響をあらかじめ考慮して行
うことを，保安規定に定めて，管理する。

運用要求

14 放水設備は，再処理施設と共用する。 機能要求①

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

- - - - - - ○ -

第1貯水槽

【機能要求②】
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機
<主配管>
外径・厚さ

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
3.1.3 燃料加工建屋周辺における
航空機衝突による航空機燃料火災
に対応するための設備

【3.1.3 燃料加工建屋周辺における航
空機衝突による航空機燃料火災に対応
するための設備】
〇燃料加工建屋周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災に対応するた
めの設備の設計に関して，以下の観点
について，説明する。
・燃料加工建屋周辺における航空機衝
突による航空機燃料火災に対応するた
めに用いる設備構成
・放水設備の系統（3.1.1大気中への放
射性物質の拡散を抑制するための設備
と同じ）
・泡消火薬剤の供給方法と泡消火薬剤
量の妥当性について

- - - - - - ○ -

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
ホイールローダ
第1貯水槽

-

- - - - - - ○ - 可搬型放水砲 -

- - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
2.1.4　工場等外への放射性物質の
拡散を抑制するための設備に係る
計器
3.1.4　工場等外への放射性物質の
拡散を抑制するための設備に係る
計器

【2.1.4　工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備に係る計器】
　大気中への放射性物質の拡散を抑制
するための設備，燃料加工建屋周辺に
おける航空機衝突による航空機燃料火
災に対応するための設備の対処を実施
するため，放水砲圧力と放水砲流量を
計測するための設備を設けることを説
明する。
【3.1.4　工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備に係る計器】
〇工場等外への放射性物質の拡散を抑
制するための設備に係る計器に係る計
器の設計に関して，以下の観点につい
て，説明する。
・可搬型放水砲流量計の測定原理，計
測範囲
・可搬型放水砲圧力計の測定原理，計
測範囲

- - - - - - ○ - 可搬型放水砲流量計 -

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
3.1.4　工場等外への放射性物質の
拡散を抑制するための設備に係る
計器

【3.1.4　工場等外への放射性物質
の拡散を抑制するための設備に係
る計器】
〇工場等外への放射性物質の拡散
を抑制するための設備に係る計器
に係る計器の設計に関して，以下
の観点について，説明する。
・可搬型放水砲流量計の測定原
理，計測範囲
・可搬型放水砲圧力計の測定原
理，計測範囲

- - - - - - ○ - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡
散を抑制するための設備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における
航空機衝突による航空機燃料火災
に対応するための設備

【3.1.1 大気中への放射性物質の
拡散を抑制するための設備】
〇大気中への放射性物質の拡散を
抑制するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明す
る。
・建屋への放水に係る考慮事項。
【3.1.3 燃料加工建屋周辺におけ
る航空機衝突による航空機燃料火
災に対応するための設備】
〇燃料加工建屋周辺における航空
機衝突による航空機燃料火災に対
応するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明す
る。
・航空機燃料火災への対応に係る
考慮事項

- - - - - - ○ -

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
ホイールローダ
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

-

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2 健全性確保のための設計方
針
(2) 共用

【2.4.2 健全性確保のための設計
方針　(2) 共用】
重大事故等対処設備を共用するこ
とによる悪影響について考慮する
事項を説明する。

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備
3.1.1 大気中への放射性物質の拡
散を抑制するための設備
3.1.3 燃料加工建屋周辺における
航空機衝突による航空機燃料火災
に対応するための設備

【3.1.1 大気中への放射性物質の
拡散を抑制するための設備】
〇大気中への放射性物質の拡散を
抑制するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明す
る。
・大気中への放射性物質の拡散を
抑制するために用いる設備構成
・放水設備の系統構成
・第１貯水槽から燃料加工建屋ま
でのホース敷設ルート
・放水に係る揚程と放水範囲
・建屋への放水に係る考慮事項
【3.1.3 燃料加工建屋周辺におけ
る航空機衝突による航空機燃料火
災に対応するための設備】
〇燃料加工建屋周辺における航空
機衝突による航空機燃料火災に対
応するための設備の設計に関し
て，以下の観点について，説明す
る。
・燃料加工建屋周辺における航空
機衝突による航空機燃料火災に対
応するために用いる設備構成
・放水設備の系統（3.1.1大気中へ
の放射性物質の拡散を抑制するた
めの設備と同じ）
・泡消火薬剤の供給方法と泡消火
薬剤量の妥当性について
・航空機燃料火災への対応に係る
考慮事項
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
第２回申請

15

再処理施設と共用する放水設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設にお
ける重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な数量を確保す
ることで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
ホイールローダ
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

設計方針（悪影響防止）
設計方針（個数及び容
量）

V-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書】
〇個数及び容量
・放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航空機燃料
火災発生時の消火活動)に必要な大型移送ポンプ車、可
搬型放水砲の容量。吐出圧力、原動機出力を設定根拠説
明書にて説明する。
・放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航空機燃料
火災発生時の消火活動)に必要な大型移送ポンプ車、可
搬型放水砲、可搬型建屋外ホース、可搬型放水砲流量
計、可搬型放水砲圧力計の必要数を設定根拠説明書にて
説明する。
【2.4 悪影響防止】
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響につい
て考慮する事項を説明する。
[3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備]
放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航空機燃料火
災発生時の消火活動)に必要な可搬型建屋外ホースの必
要数を適合性説明書にて説明する。

- - - - - - - - - - -

16

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，可搬型建屋外ホース，可搬
型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，共通要因によって同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，故障時バックアップを含めて必要な
数量を燃料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管
エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.3 共通要因故障に対する考慮
2.3.1基本方針
(2) 可搬型重大事故等対処設備

【2.3.1基本方針　(2) 可搬型重大事故等対処設
備】
常設重大事故等対処設備及び可搬型重大事故等対
処設備の位置的分散について考慮する事項を説明
する。

- - - - - - - - - - -

17
放水設備の大型移送ポンプ車は，回転体が飛散することを防ぐことで他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車 設計方針（悪影響防止）

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2　健全性確保のための設計方針
(1) 内部発生飛散物による影響

【2.4.2　健全性確保のための設計方針　(1) 内
部発生飛散物による影響】
・重大事故等対処設備が内部発生飛散物として、
他の設備へ与える悪影響に対して考慮する事項を
説明する。

- - - - - - - - - - -

18
屋外に保管する放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建
屋外ホースは，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措
置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（悪影響防止）

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2　健全性確保のための設計方針
(3) 重大事故等対処設備使用時及び通常待機時の
系統的な影響（電気的な影響を含む。）等

【2.4.2　健全性確保のための設計方針
(3) 重大事故等対処設備使用時及び通常待機時の
系統的な影響（電気的な影響を含む。）等】
・重大事故等対処設備の竜巻による悪影響につい
て考慮する事項を説明する。

- - - - - - - - - - -

19

再処理施設と共用する大気中への放射性物質の拡散を抑制するために使用
する放水設備の大型移送ポンプ車は，燃料加工建屋の 高点である屋上全
般にわたって放水設備の可搬型放水砲で放水するための水を供給する設計
とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

20

放水設備の可搬型放水砲で 大の容量の放水を可能にするため，放水設備
の大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

大型移送ポンプ車

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

21

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機
燃料火災に使用する放水設備の大型移送ポンプ車は，燃料加工建屋周辺に
おける航空機衝突による航空機燃料火災に対応するために放水設備の可搬
型放水砲で放水するための水を供給する設計とする。
放水設備の可搬型放水砲で放水する 大の容量に対して放水設備の大型移
送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とする。

機能要求② 大型移送ポンプ車

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

22

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に使用する放
水設備の大型移送ポンプ車は，必要な台数を有する設計とするとともに，
大気中への放射性物質の拡散を抑制するために使用する放水設備の大型移
送ポンプ車を兼用する設計とする。

設置要求 大型移送ポンプ車

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

23

再処理施設と共用する大気中への放射性物質の拡散を抑制するために使用
する放水設備の可搬型放水砲は，燃料加工建屋の 高点である屋上全般に
わたって放水するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保
する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

24

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機
燃料火災に使用する放水設備の可搬型放水砲は，燃料加工建屋周辺におけ
る航空機衝突による航空機燃料火災に対応するために必要な容量を有する
設計とする。

機能要求② 可搬型放水砲

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

25

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に使用する放
水設備の可搬型放水砲は，必要な台数を有する設計とするとともに，大気
中への放射性物質の拡散を抑制するために使用する放水設備の可搬型放水
砲を兼用する設計とする。

設置要求 可搬型放水砲

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

V-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書
Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
〇個数及び容量
・放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航空
機燃料火災発生時の消火活動)に必要な大型移送
ポンプ車、可搬型放水砲の容量。吐出圧力、原動
機出力を設定根拠説明書にて説明する。
・放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航空
機燃料火災発生時の消火活動)に必要な大型移送
ポンプ車、可搬型放水砲、可搬型放水砲流量計、
可搬型放水砲圧力計の必要数を設定根拠説明書に
て説明する。
・可搬型放水砲流量計、可搬型放水砲圧力計の計
測範囲を設定根拠説明書にて説明する。

【2.4 悪影響防止】
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。

[3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備]
放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航空機
燃料火災発生時の消火活動)に必要な可搬型建屋
外ホースの必要数を適合性説明書にて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

15

再処理施設と共用する放水設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設にお
ける重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，十分な数量を確保す
ることで，共用によって重大事故等時の対処に影響を及ぼさない設計とす
る。

機能要求①

16

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，可搬型建屋外ホース，可搬
型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，共通要因によって同時にその
機能が損なわれるおそれがないよう，故障時バックアップを含めて必要な
数量を燃料加工建屋から100ｍ以上の離隔距離を確保した複数の外部保管
エリアに分散して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

17
放水設備の大型移送ポンプ車は，回転体が飛散することを防ぐことで他の
設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

18
屋外に保管する放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲及び可搬型建
屋外ホースは，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措
置をとることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求

19

再処理施設と共用する大気中への放射性物質の拡散を抑制するために使用
する放水設備の大型移送ポンプ車は，燃料加工建屋の 高点である屋上全
般にわたって放水設備の可搬型放水砲で放水するための水を供給する設計
とする。

機能要求②

20

放水設備の可搬型放水砲で 大の容量の放水を可能にするため，放水設備
の大型移送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数並びに予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバッ
クアップを含め十分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

21

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機
燃料火災に使用する放水設備の大型移送ポンプ車は，燃料加工建屋周辺に
おける航空機衝突による航空機燃料火災に対応するために放水設備の可搬
型放水砲で放水するための水を供給する設計とする。
放水設備の可搬型放水砲で放水する 大の容量に対して放水設備の大型移
送ポンプ車は，必要な容量を有する設計とする。

機能要求②

22

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に使用する放
水設備の大型移送ポンプ車は，必要な台数を有する設計とするとともに，
大気中への放射性物質の拡散を抑制するために使用する放水設備の大型移
送ポンプ車を兼用する設計とする。

設置要求

23

再処理施設と共用する大気中への放射性物質の拡散を抑制するために使用
する放水設備の可搬型放水砲は，燃料加工建屋の 高点である屋上全般に
わたって放水するために必要な容量を有する設計とするとともに，保有数
は，必要数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な台数を確保
する設計とする。

機能要求②
設置要求

24

再処理施設と共用する燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機
燃料火災に使用する放水設備の可搬型放水砲は，燃料加工建屋周辺におけ
る航空機衝突による航空機燃料火災に対応するために必要な容量を有する
設計とする。

機能要求②

25

燃料加工建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災に使用する放
水設備の可搬型放水砲は，必要な台数を有する設計とするとともに，大気
中への放射性物質の拡散を抑制するために使用する放水設備の可搬型放水
砲を兼用する設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

- - - - - - ○ -

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
ホイールローダ
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

-

V-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書】
〇個数及び容量
・放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航
空機燃料火災発生時の消火活動)に必要な大型
移送ポンプ車、可搬型放水砲の容量。吐出圧
力、原動機出力を設定根拠説明書にて説明す
る。
・放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航
空機燃料火災発生時の消火活動)に必要な大型
移送ポンプ車、可搬型放水砲、可搬型放水砲
流量計、可搬型放水砲圧力計の必要数を設定
根拠説明書にて説明する。
【2.4 悪影響防止】
重大事故等対処設備を共用することによる悪
影響について考慮する事項を説明する。
[3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制
するための設備]
放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航空
機燃料火災発生時の消火活動)に必要な可搬型
建屋外ホースの必要数を適合性説明書にて説
明する。

- - - - - - ○ -

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

-

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.3 共通要因故障に対する考慮
2.3.1基本方針
(2) 可搬型重大事故等対処設備

【2.3.1基本方針　(2) 可搬型重大
事故等対処設備】
常設重大事故等対処設備及び可搬
型重大事故等対処設備の位置的分
散について考慮する事項を説明す
る。

- - - - - - ○ - 大型移送ポンプ車 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2　健全性確保のための設計方
針
(1) 内部発生飛散物による影響

【2.4.2　健全性確保のための設計
方針　(1) 内部発生飛散物による
影響】
・重大事故等対処設備が内部発生
飛散物として、他の設備へ与える
悪影響に対して考慮する事項を説
明する。

- - - - - - ○ - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2　健全性確保のための設計方
針
(3) 重大事故等対処設備使用時及
び通常待機時の系統的な影響（電
気的な影響を含む。）等

【2.4.2　健全性確保のための設計
方針
(3) 重大事故等対処設備使用時及
び通常待機時の系統的な影響（電
気的な影響を含む。）等】
・重大事故等対処設備の竜巻によ
る悪影響について考慮する事項を
説明する。

- - - - - - ○ -
【機能要求②】
大型移送ポンプ車

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機

- - - - - - ○ - 【機能要求②】
大型移送ポンプ車

<ポンプ>
容量

- - - - - - ○ -
【機能要求②】
大型移送ポンプ車

<ポンプ>
容量
吐出圧力
原動機

- - - - - - ○ - 大型移送ポンプ車 -

- - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲

<主配管>
外径・厚さ

- - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲

<主配管>
外径・厚さ

- - - - - - ○ - 可搬型放水砲 -

V-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書
Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書】
〇個数及び容量
・放射性物質の拡散の抑制(建屋へ
の放水、航空機燃料火災発生時の
消火活動)に必要な大型移送ポンプ
車、可搬型放水砲の容量。吐出圧
力、原動機出力を設定根拠説明書
にて説明する。
・放射性物質の拡散の抑制(建屋へ
の放水、航空機燃料火災発生時の
消火活動)に必要な大型移送ポンプ
車、可搬型放水砲、可搬型放水砲
流量計、可搬型放水砲圧力計の必
要数を設定根拠説明書にて説明す
る。
・可搬型放水砲流量計、可搬型放
水砲圧力計の計測範囲を設定根拠
説明書にて説明する。

【2.4 悪影響防止】
重大事故等対処設備を共用するこ
とによる悪影響について考慮する
事項を説明する。

[3.1　工場等外への放射性物質の
拡散を抑制するための設備]
放射性物質の拡散の抑制(建屋への
放水、航空機燃料火災発生時の消
火活動)に必要な可搬型建屋外ホー
スの必要数を適合性説明書にて説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
第２回申請

26
再処理施設と共用する放水設備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等への
対処に必要となる流路を確保するため，保有数は，必要数及び予備として
故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求 可搬型建屋外ホース

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

27

再処理施設と共用する放水設備の可搬型放水砲流量計は，放水設備の可搬
型放水砲の放水量を監視するため，重大事故時に想定される変動範囲を監
視可能な測定範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに
予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め十
分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲流量計

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

28

再処理施設と共用する放水設備の可搬型放水砲圧力計は，放水設備の可搬
型放水砲の放水時の圧力を監視するため，重大事故時に想定される変動範
囲を監視可能な測定範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップ含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

可搬型放水砲圧力計

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

29

再処理施設と共用する放水設備のホイールローダは，可搬型放水砲を運搬
できる設計とするとともに，保有数は，必要数として3台，予備として故
障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを4台の合計7台以上を
確保する設計とする。

設置要求 ホイールローダ

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

30
放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，汽水の影響に対して耐
腐食性材料を使用する設計とする。

機能要求①
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲

設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(4) 汽水を供給する系統への影響

【3.3.2 重大事故等対処設備(4) 汽水を供給する
系統への影響】
・重大事故時に汽水を供給する系統への影響を説
明する。

- - - - - - - - - - -

31
屋外に保管する放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，風（台
風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該
設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - -

32
屋外に保管する放水設備の可搬型建屋外ホースは，風（台風）及び竜巻に
対して風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等に
対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - -

33

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，外部からの衝
撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に
保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

設置要求
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - -

34

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる放水設備の大
型移送ポンプ車及び可搬型放水砲流量計は「8.2 重大事故等対処設備」の
「8.2.7．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(2) 自然現象による影響，自然現象により発生す
る荷重による影響

【2.5.2 健全性確保のための設計方針　(2) 自然
現象による影響，自然現象により発生する荷重に
よる影響】
・可搬型重大事故等対処設備に対する設計基準事
故において想定した条件より厳しい条件の要因と
なる事象からの防護方針を説明する。

- - - - - - - - - - -

35

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，可搬型建屋外ホース，可搬
型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，内部発生飛散物の影響を考慮
し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管するこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(5) 周辺機器等からの悪影響

【2.5.2 健全性確保のための設計方針　(5) 周辺
機器等からの悪影響】
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

- - - - - - - - - - -

36

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，可搬型放水砲流量計及び可
搬型放水砲圧力計は，想定される重大事故等が発生した場合においても操
作に支障がないように線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能な
設計とする。

設置要求

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の
設置場所））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(6) 設置場所における放射線の影響

【2.5.2 健全性確保のための設計方針　(6) 設置
場所における放射線の影響】
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

- - - - - - - - - - -

37
放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，可搬型建屋外ホース，可搬
型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，コネクタ接続に統一すること
により，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

設計方針（操作性の確
保）

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.6　操作性及び試験・検査性
(1)操作性の確保

【2.6　操作性及び試験・検査性　(1)操作性の確
保】
・重大事故等対処設備の操作性を説明する。

- - - - - - - - - - -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(2) 自然現象による影響，自然現象により発生す
る荷重による影響

【2.5.2 健全性確保のための設計方針　(2) 自然
現象による影響，自然現象により発生する荷重に
よる影響】
・可搬型重大事故等対処設備に対する自然現象か
らの防護方針を説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

26
再処理施設と共用する放水設備の可搬型建屋外ホースは，重大事故等への
対処に必要となる流路を確保するため，保有数は，必要数及び予備として
故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求

27

再処理施設と共用する放水設備の可搬型放水砲流量計は，放水設備の可搬
型放水砲の放水量を監視するため，重大事故時に想定される変動範囲を監
視可能な測定範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数並びに
予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを含め十
分な台数を確保する設計とする。

機能要求②
設置要求

28

再処理施設と共用する放水設備の可搬型放水砲圧力計は，放水設備の可搬
型放水砲の放水時の圧力を監視するため，重大事故時に想定される変動範
囲を監視可能な測定範囲を有する設計とするとともに，保有数は，必要数
及び予備として故障時のバックアップ含め十分な台数を確保する設計とす
る。

機能要求②
設置要求

29

再処理施設と共用する放水設備のホイールローダは，可搬型放水砲を運搬
できる設計とするとともに，保有数は，必要数として3台，予備として故
障時及び点検保守による待機除外時のバックアップを4台の合計7台以上を
確保する設計とする。

設置要求

30
放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，汽水の影響に対して耐
腐食性材料を使用する設計とする。

機能要求①

31
屋外に保管する放水設備の大型移送ポンプ車及び可搬型放水砲は，風（台
風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，当該
設備の転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求

32
屋外に保管する放水設備の可搬型建屋外ホースは，風（台風）及び竜巻に
対して風（台風）及び竜巻による風荷重を考慮し，収納するコンテナ等に
対して転倒防止，固縛等の措置を講じて保管する設計とする。

運用要求

33

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，外部からの衝
撃による損傷を防止できる第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に
保管し，風（台風）等により重大事故等への対処に必要な機能を損なわな
い設計とする。

設置要求

34

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる放水設備の大
型移送ポンプ車及び可搬型放水砲流量計は「8.2 重大事故等対処設備」の
「8.2.7．地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に基づ
く設計とすることで重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計と
する。

冒頭宣言

35

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，可搬型建屋外ホース，可搬
型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，内部発生飛散物の影響を考慮
し，外部保管エリアの内部発生飛散物の影響を受けない場所に保管するこ
とにより，重大事故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

36

放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，可搬型放水砲流量計及び可
搬型放水砲圧力計は，想定される重大事故等が発生した場合においても操
作に支障がないように線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能な
設計とする。

設置要求

37
放水設備の大型移送ポンプ車，可搬型放水砲，可搬型建屋外ホース，可搬
型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，コネクタ接続に統一すること
により，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

- - - - - - ○ - 可搬型建屋外ホース -

- - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲流量計

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

- - - - - - ○ -
【機能要求②】
可搬型放水砲圧力計

<計測装置>
検出器の種類
計測範囲

- - - - - - ○ - ホイールローダ -

- - - - - - ○ -
大型移送ポンプ車
可搬型放水砲

<ポンプ>
主要材料
<主配管>
主要材料

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(4) 汽水を供給する系統への影響

【3.3.2 重大事故等対処設備(4)
汽水を供給する系統への影響】
・重大事故時に汽水を供給する系
統への影響を説明する。

- - - - - - ○ - 施設共通　基本設計方針 -

- - - - - - ○ - 施設共通　基本設計方針 -

- - - - - - ○ -
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

-

- - - - - - ○ - 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(2) 自然現象による影響，自然現
象により発生する荷重による影響

【2.5.2 健全性確保のための設計
方針　(2) 自然現象による影響，
自然現象により発生する荷重によ
る影響】
・可搬型重大事故等対処設備に対
する設計基準事故において想定し
た条件より厳しい条件の要因とな
る事象からの防護方針を説明す
る。

- - - - - - ○ - 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(5) 周辺機器等からの悪影響

【2.5.2 健全性確保のための設計
方針　(5) 周辺機器等からの悪影
響】
・重大事故等対処設備に対する周
辺機器等からの影響のうち内部発
生飛散物に対する防護方針を説明
する。

- - - - - - ○ -

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

-

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(6) 設置場所における放射線の影
響

【2.5.2 健全性確保のための設計
方針　(6) 設置場所における放射
線の影響】
・重大事故等対処設備の設置場所
等における放射線による影響対策
について説明する。

- - - - - - ○ -

大型移送ポンプ車
可搬型放水砲
可搬型建屋外ホース
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

-

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.6　操作性及び試験・検査性
(1)操作性の確保

【2.6　操作性及び試験・検査性
(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性を
説明する。

明する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(2) 自然現象による影響，自然現
象により発生する荷重による影響

【2.5.2 健全性確保のための設計
方針　(2) 自然現象による影響，
自然現象により発生する荷重によ
る影響】
・可搬型重大事故等対処設備に対
する自然現象からの防護方針を説
明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
第２回申請

38

放水設備の大型移送ポンプ車は，通常時において，重大事故等に対処する
ために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

- - - - - - - - - - -

39
放水設備の大型移送ポンプ車は，車両として運転状態の確認が可能な設計
とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とす
る。

機能要求① 大型移送ポンプ車
設計方針（試験・検査
性）

- - - - - - - - - - -

40
放水設備の可搬型放水砲は，通常時において，重大事故等に対処するため
に必要な機能を確認するため，外観の確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。

機能要求① 可搬型放水砲
設計方針（試験・検査
性）

- - - - - - - - - - -

41

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，通常時におい
て，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，模擬入力に
よる機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。ま
た，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

設計方針（試験・検査
性）

- - - - - - - - - - -

42

燃料加工建屋において重大事故等が発生し，大気中へ拡散した放射性物質
が建物への放水によってMOX燃料加工施設の敷地に隣接する尾駮沼及び海
洋へ放射性物質が流出するおそれがある場合，放射性物質の流出を抑制す
るために必要な重大事故等対処設備として，抑制設備を設ける設計とす
る。

冒頭宣言 基本方針 基本方針 - - - - - - - - - - -

43

抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フェンス(再処理施設と共用(以下同
じ。))，放射性物質吸着材(再処理施設と共用(以下同じ。))，小型船舶
(再処理施設と共用(以下同じ。))，可搬型中型移送ポンプ運搬車(再処理
施設と共用(以下同じ。))及び運搬車(再処理施設と共用(以下同じ。))で
構成し，放射性物質の流出を抑制できる設計とする。

機能要求①

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

基本方針 - - - - - - - - - - -

44

放射性物質の流出を抑制するための対処では，水供給設備の一部である
ホース展張車を使用する。
水供給設備の一部であるホース展張車を可搬型重大事故等対処設備として
配備する。
水供給設備については「I　Ⅰ-1　第2章　7.6　水供給設備」に示す。

機能要求① ホース展張車 設計方針(設備構成)

Ⅴ-1-6-3
重大事故等への対処に必要となる水の供給設備に
関する説明書
2.1　 重大事故等への対処に必要となる水の供給
設備

【2.1　 重大事故等への対処に必要となる水の供
給設備】
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための対処に用いる水供給設備について説
明する。

- - - - - - - - - - -

45

抑制設備は，燃料加工建屋において重大事故等が発生し，MOX燃料加工施
設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流出するおそれがある
場合，MOX燃料加工施設の敷地を通る排水路（雨水集水桝5箇所）に可搬型
汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材を設置して，放射性物質の
流出を抑制できる設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
運搬車

基本方針 - - - - - - - - - - -

46
抑制設備は，海洋への放射性物質の流出を抑制するために，可搬型汚濁水
拡散防止フェンスを尾駮沼（2箇所）へ設置して，放射性物質の流出を抑
制できる設計とする。

設置要求

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶
運搬車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

基本方針 - - - - - - - - - - -

47
抑制設備の放射性物質吸着材及び小型船舶は，運搬車により運搬できる設
計とする。

設置要求
放射性物質吸着材
小型船舶

基本方針 - - - - - - - - - - -

48
排水路に設置する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，運搬車に
より運搬できる設計とする。

設置要求 可搬型汚濁水拡散防止フェンス 基本方針 - - - - - - - - - - -

49
尾駮沼に設置する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，ホース展
張車及び可搬型中型移送ポンプ運搬車で運搬できる設計とする。

設置要求 可搬型汚濁水拡散防止フェンス 基本方針 - - - - - - - - - - -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.6　操作性及び試験・検査性
(2)試験・検査性

【2.6　操作性及び試験・検査性　(2)試験・検査
性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
2.1.2　海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流
出を抑制するための設備
3.1.2海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制するための設備

【2.1.2海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流
出を抑制するための設備】
・燃料加工建屋において重大事故等が発生し，大
気中へ拡散した放射性物質が建物への放水によっ
てMOX燃料加工施設の敷地に隣接する尾駮沼及び
海洋へ放射性物質が流出するおそれがある場合，
放射性物質の流出を抑制するためにの設備とし
て，抑制設備を設けることを説明する。
【3.1.2海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流
出を抑制するための設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための設備の設計に関して，以下の観点に
ついて，説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するために用いる設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス等の設置する
MOX燃料加工施設の敷地を通る排水路（雨水集水
桝5箇所）及び尾駮沼（2箇所）の場所

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備
3.1.2海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出
を抑制するための設備

【3.1.2海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流
出を抑制するための設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するための設備の設計に関して，以下の観点に
ついて，説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑
制するために用いる設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス等の設置する
MOX燃料加工施設の敷地を通る排水路（雨水集水
桝5箇所）及び尾駮沼（2箇所）の場所
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

38

放水設備の大型移送ポンプ車は，通常時において，重大事故等に対処する
ために必要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認，分解
点検等が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，分解
点検等が可能な設計とする。

機能要求①

39
放水設備の大型移送ポンプ車は，車両として運転状態の確認が可能な設計
とする。また，当該機能を健全に維持するため，保修等が可能な設計とす
る。

機能要求①

40
放水設備の可搬型放水砲は，通常時において，重大事故等に対処するため
に必要な機能を確認するため，外観の確認が可能な設計とする。また，当
該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。

機能要求①

41

放水設備の可搬型放水砲流量計及び可搬型放水砲圧力計は，通常時におい
て，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，模擬入力に
よる機能，性能の確認及び校正並びに外観の確認が可能な設計とする。ま
た，当該機能を健全に維持するため，取替え等が可能な設計とする。

機能要求①

42

燃料加工建屋において重大事故等が発生し，大気中へ拡散した放射性物質
が建物への放水によってMOX燃料加工施設の敷地に隣接する尾駮沼及び海
洋へ放射性物質が流出するおそれがある場合，放射性物質の流出を抑制す
るために必要な重大事故等対処設備として，抑制設備を設ける設計とす
る。

冒頭宣言

43

抑制設備は，可搬型汚濁水拡散防止フェンス(再処理施設と共用(以下同
じ。))，放射性物質吸着材(再処理施設と共用(以下同じ。))，小型船舶
(再処理施設と共用(以下同じ。))，可搬型中型移送ポンプ運搬車(再処理
施設と共用(以下同じ。))及び運搬車(再処理施設と共用(以下同じ。))で
構成し，放射性物質の流出を抑制できる設計とする。

機能要求①

44

放射性物質の流出を抑制するための対処では，水供給設備の一部である
ホース展張車を使用する。
水供給設備の一部であるホース展張車を可搬型重大事故等対処設備として
配備する。
水供給設備については「I　Ⅰ-1　第2章　7.6　水供給設備」に示す。

機能要求①

45

抑制設備は，燃料加工建屋において重大事故等が発生し，MOX燃料加工施
設の敷地に隣接する尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流出するおそれがある
場合，MOX燃料加工施設の敷地を通る排水路（雨水集水桝5箇所）に可搬型
汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材を設置して，放射性物質の
流出を抑制できる設計とする。

設置要求

46
抑制設備は，海洋への放射性物質の流出を抑制するために，可搬型汚濁水
拡散防止フェンスを尾駮沼（2箇所）へ設置して，放射性物質の流出を抑
制できる設計とする。

設置要求

47
抑制設備の放射性物質吸着材及び小型船舶は，運搬車により運搬できる設
計とする。

設置要求

48
排水路に設置する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，運搬車に
より運搬できる設計とする。

設置要求

49
尾駮沼に設置する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，ホース展
張車及び可搬型中型移送ポンプ運搬車で運搬できる設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

- - - - - - ○ - 大型移送ポンプ車 -

- - - - - - ○ - 大型移送ポンプ車 -

- - - - - - ○ - 可搬型放水砲 -

- - - - - - ○ -
可搬型放水砲流量計
可搬型放水砲圧力計

-

- - - - - - ○ - 基本方針 -

- - - - - - ○ -

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

-

- - - - - - ○ - ホース展張車 -

Ⅴ-1-6-3
重大事故等への対処に必要となる
水の供給設備に関する説明書
2.1　 重大事故等への対処に必要
となる水の供給設備

【2.1　 重大事故等への対処に必
要となる水の供給設備】
・海洋，河川，湖沼等への放射性
物質の流出を抑制するための対処
に用いる水供給設備について説明
する。

- - - - - - ○ -
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
運搬車

-

- - - - - - ○ -

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶
運搬車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

-

- - - - - - ○ -
放射性物質吸着材
小型船舶

-

- - - - - - ○ - 可搬型汚濁水拡散防止フェンス -

- - - - - - ○ - 可搬型汚濁水拡散防止フェンス -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.6　操作性及び試験・検査性
(2)試験・検査性

【2.6　操作性及び試験・検査性
(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検
査性を説明する。

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
2.1.2 海洋，河川，湖沼等への放
射性物質の流出を抑制するための
設備
3.1.2 海洋，河川，湖沼等への放
射性物質の流出を抑制するための
設備

【2.1.2海洋，河川，湖沼等への放
射性物質の流出を抑制するための
設備】
・燃料加工建屋において重大事故
等が発生し，大気中へ拡散した放
射性物質が建物への放水によって
MOX燃料加工施設の敷地に隣接する
尾駮沼及び海洋へ放射性物質が流
出するおそれがある場合，放射性
物質の流出を抑制するためにの設
備として，抑制設備を設けること
を説明する。
【3.1.2海洋，河川，湖沼等への放
射性物質の流出を抑制するための
設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性
物質の流出を抑制するための設備
の設計に関して，以下の観点につ
いて，説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性
物質の流出を抑制するために用い
る設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス
等の設置するMOX燃料加工施設の敷
地を通る排水路（雨水集水桝5箇
所）及び尾駮沼（2箇所）の場所

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書
3.施設の詳細設計方針
3.1　工場等外への放射性物質の拡
散を抑制するための設備
3.1.2海洋，河川，湖沼等への放射
性物質の流出を抑制するための設
備

【3.1.2海洋，河川，湖沼等への放
射性物質の流出を抑制するための
設備】
〇海洋，河川，湖沼等への放射性
物質の流出を抑制するための設備
の設計に関して，以下の観点につ
いて，説明する。
・海洋，河川，湖沼等への放射性
物質の流出を抑制するために用い
る設備構成
・抑制設備の構成
・可搬型汚濁水拡散防止フェンス
等の設置するMOX燃料加工施設の敷
地を通る排水路（雨水集水桝5箇
所）及び尾駮沼（2箇所）の場所
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
第２回申請

50 抑制設備は，再処理施設と共用する。 機能要求①

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針（悪影響防止） - - - - - - - - - - -

51
再処理施設と共用する抑制設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設にお
ける重大事故等対処で同様の対処を実施することで，共用によって重大事
故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針（悪影響防止）
設計方針(個数及び容量)

- - - - - - - - - - -

52

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船
舶は，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
故障時のバックアップを含めて必要な数量を複数の外部保管エリアに分散
して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶

設計方針（共通要因故障
に対する考慮等（可搬型
重大事故等対処設備））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.3 共通要因故障に対する考慮
2.3.1基本方針
(2) 可搬型重大事故等対処設備

【2.3.1基本方針　(2) 可搬型重大事故等対処設
備】
可搬型重大事故等対処設備の位置的分散について
考慮する事項を説明する。

- - - - - - - - - - -

53
屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質
吸着材は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を
とることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 基本方針（悪影響防止）

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2　健全性確保のための設計方針
(3) 重大事故等対処設備使用時及び通常待機時の
系統的な影響（電気的な影響を含む。）等

【2.4.2　健全性確保のための設計方針
(3) 重大事故等対処設備使用時及び通常待機時の
系統的な影響（電気的な影響を含む。）等】
・重大事故等対処設備の竜巻による悪影響につい
て考慮する事項を説明する。

- - - - - - - - - - -

54

再処理施設と共用する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，海
洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するため，設置場所に応じ
た高さ及び幅を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備と
して故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求 可搬型汚濁水拡散防止フェンス

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

55

可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，必要数として，雨水集水桝5箇所の設
置場所に計10本高さ約0.50m，幅約11.0m（4本），高さ約0.50m，幅約5.3m
（2本），高さ約0.73m，幅約4.2m（2本），高さ約0.63m，幅約8.4m（2
本））及び尾駮沼2箇所の設置場所に計106本（高さ約4.0m，幅約20.0m）
の合計116本を確保する設計とする。また，予備として116本を確保する設
計とし，保有数として計232本を確保する設計とする。

設置要求 可搬型汚濁水拡散防止フェンス

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

56
再処理施設と共用する抑制設備の放射性物質吸着材は，MOX燃料加工施設
の敷地を通る排水路を考慮して，排水路に設置するため，保有数は，必要
数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計
とする。

設置要求 放射性物質吸着材

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

57
放射性物質吸着材は，必要数として，雨水集水桝5箇所に計約5,430㎏を確
保する設計とする。また，予備として，計約5,430㎏を確保する設計と
し，保有数として計約10,860㎏を確保する設計とする。

設置要求 放射性物質吸着材

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

58

再処理施設と共用する抑制設備の小型船舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水拡散
防止フェンスを設置するために必要な能力を有する設計とするとともに，
保有数は，必要数として1艇，予備として故障時及び点検保守による待機
除外時のバックアップを2艇の合計3艇以上を確保する設計とする。

設置要求 小型船舶

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

59

再処理施設と共用する抑制設備の運搬車は，可搬型汚濁水防止フェンス，
放射性物質吸着材及び小型船舶を運搬するために，保有数は，必要数とし
て1台，予備として故障時のバックアップを1台の合計2台以上を確保する
設計とする。

設置要求 運搬車

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

60
点検保守による待機除外時のバックアップについては，同型設備である
「7．6　水供給設備」の運搬車の点検保守による待機除外時のバックアッ
プと兼用する設計とする。

設置要求 運搬車

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

61

再処理施設と共用する抑制設備の可搬型中型移送ポンプ運搬車は，可搬型
汚濁水防止フェンスを運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数
として2台，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバック
アップを3台の合計5台以上を確保する設計とする。

設置要求 可搬型中型移送ポンプ運搬車

設計方針（個数及び容量
（可搬型重大事故等対処
設備））
設計方針（悪影響防止）

- - - - - - - - - - -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2 健全性確保のための設計方針
(2) 共用

【2.4.2 健全性確保のための設計方針　(2) 共
用】
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。

V-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関する説明書

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための
設備に関する説明書

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定根拠に関する説
明書】
〇個数及び容量
・放射性物質の拡散の抑制(河川、湖沼等への放
射性物質の流出の抑制)に必要な小型船舶、運搬
車、可搬型中型移送ポンプ運搬車の必要数を設定
根拠説明書にて説明する。

【2.4 悪影響防止】
重大事故等対処設備を共用することによる悪影響
について考慮する事項を説明する。

[3.1　工場等外への放射性物質の拡散を抑制する
ための設備]
放射性物質の拡散の抑制(建屋への放水、航空機
燃料火災発生時の消火活動)に必要な可搬型汚濁
水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材の必要
数を適合性説明書にて説明する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

50 抑制設備は，再処理施設と共用する。 機能要求①

51
再処理施設と共用する抑制設備は，MOX燃料加工施設及び再処理施設にお
ける重大事故等対処で同様の対処を実施することで，共用によって重大事
故等時の対処に影響を及ぼさない設計とする。

機能要求①

52

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船
舶は，共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，
故障時のバックアップを含めて必要な数量を複数の外部保管エリアに分散
して保管することで位置的分散を図る設計とする。

設置要求

53
屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質
吸着材は，竜巻により飛来物とならないよう必要に応じて固縛等の措置を
とることで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。

運用要求

54

再処理施設と共用する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，海
洋，河川，湖沼等への放射性物質の流出を抑制するため，設置場所に応じ
た高さ及び幅を有する設計とするとともに，保有数は，必要数及び予備と
して故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計とする。

設置要求

55

可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，必要数として，雨水集水桝5箇所の設
置場所に計10本高さ約0.50m，幅約11.0m（4本），高さ約0.50m，幅約5.3m
（2本），高さ約0.73m，幅約4.2m（2本），高さ約0.63m，幅約8.4m（2
本））及び尾駮沼2箇所の設置場所に計106本（高さ約4.0m，幅約20.0m）
の合計116本を確保する設計とする。また，予備として116本を確保する設
計とし，保有数として計232本を確保する設計とする。

設置要求

56
再処理施設と共用する抑制設備の放射性物質吸着材は，MOX燃料加工施設
の敷地を通る排水路を考慮して，排水路に設置するため，保有数は，必要
数及び予備として故障時のバックアップを含め十分な数量を確保する設計
とする。

設置要求

57
放射性物質吸着材は，必要数として，雨水集水桝5箇所に計約5,430㎏を確
保する設計とする。また，予備として，計約5,430㎏を確保する設計と
し，保有数として計約10,860㎏を確保する設計とする。

設置要求

58

再処理施設と共用する抑制設備の小型船舶は，尾駮沼に可搬型汚濁水拡散
防止フェンスを設置するために必要な能力を有する設計とするとともに，
保有数は，必要数として1艇，予備として故障時及び点検保守による待機
除外時のバックアップを2艇の合計3艇以上を確保する設計とする。

設置要求

59

再処理施設と共用する抑制設備の運搬車は，可搬型汚濁水防止フェンス，
放射性物質吸着材及び小型船舶を運搬するために，保有数は，必要数とし
て1台，予備として故障時のバックアップを1台の合計2台以上を確保する
設計とする。

設置要求

60
点検保守による待機除外時のバックアップについては，同型設備である
「7．6　水供給設備」の運搬車の点検保守による待機除外時のバックアッ
プと兼用する設計とする。

設置要求

61

再処理施設と共用する抑制設備の可搬型中型移送ポンプ運搬車は，可搬型
汚濁水防止フェンスを運搬できる設計とするとともに，保有数は，必要数
として2台，予備として故障時及び点検保守による待機除外時のバック
アップを3台の合計5台以上を確保する設計とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

- - - - - - ○ -

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

-

- - - - - - ○ -

可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶
運搬車
可搬型中型移送ポンプ運搬車

-

- - - - - - ○ -
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材
小型船舶

-

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.3 共通要因故障に対する考慮
2.3.1基本方針
(2) 可搬型重大事故等対処設備

【2.3.1基本方針　(2) 可搬型重大
事故等対処設備】
可搬型重大事故等対処設備の位置
的分散について考慮する事項を説
明する。

- - - - - - ○ - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2　健全性確保のための設計方
針
(3) 重大事故等対処設備使用時及
び通常待機時の系統的な影響（電
気的な影響を含む。）等

【2.4.2　健全性確保のための設計
方針
(3) 重大事故等対処設備使用時及
び通常待機時の系統的な影響（電
気的な影響を含む。）等】
・重大事故等対処設備の竜巻によ
る悪影響について考慮する事項を
説明する。

- - - - - - ○ - 可搬型汚濁水拡散防止フェンス -

- - - - - - ○ - 可搬型汚濁水拡散防止フェンス -

- - - - - - ○ - 放射性物質吸着材 -

- - - - - - ○ - 放射性物質吸着材 -

- - - - - - ○ - 小型船舶 -

- - - - - - ○ - 運搬車 -

- - - - - - ○ - 運搬車 -

- - - - - - ○ - 可搬型中型移送ポンプ運搬車 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.4 悪影響防止
2.4.2 健全性確保のための設計方
針
(2) 共用

【2.4.2 健全性確保のための設計
方針　(2) 共用】
重大事故等対処設備を共用するこ
とによる悪影響について考慮する
事項を説明する。

V-1-1-3
設備別記載事項の設定根拠に関す
る説明書

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性

Ⅴ-1-6-2
工場等外への放射性物質の拡散を
抑制するための設備に関する説明
書

【V-1-1-3 設備別記載事項の設定
根拠に関する説明書】
〇個数及び容量
・放射性物質の拡散の抑制(河川、
湖沼等への放射性物質の流出の抑
制)に必要な小型船舶、運搬車、可
搬型中型移送ポンプ運搬車の必要
数を設定根拠説明書にて説明す
る。

【2.4 悪影響防止】
重大事故等対処設備を共用するこ
とによる悪影響について考慮する
事項を説明する。

[3.1　工場等外への放射性物質の
拡散を抑制するための設備]
放射性物質の拡散の抑制(建屋への
放水、航空機燃料火災発生時の消
火活動)に必要な可搬型汚濁水拡散
防止フェンス及び放射性物質吸着
材の必要数を適合性説明書にて説
明する。

39



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
展開事項 添付書類　構成 添付書類　説明内容

第１回申請
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備
第２回申請

62
抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び小型船舶は，汽水の影響に
対して耐腐食性材料を使用する設計とする。

機能要求①
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶

設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(4) 汽水を供給する系統への影響

【2.5.2 健全性確保のための設計方針　(4) 汽水
を供給する系統への影響】
・重大事故時に汽水を供給する系統への影響を説
明する。

- - - - - - - - - - -

63

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質
吸着材は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷
重を考慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じ
て保管する設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - -

64
抑制設備の小型船舶は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管
庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求 小型船舶
設計方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

- - - - - - - - - - -

65

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる抑制設備の小
型船舶は，「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.7．地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(2) 自然現象による影響，自然現象により発生す
る荷重による影響

【2.5.2 健全性確保のための設計方針　(2) 自然
現象による影響，自然現象により発生する荷重に
よる影響】
・可搬型重大事故等対処設備に対する設計基準事
故において想定した条件より厳しい条件の要因と
なる事象からの防護方針を説明する。

- - - - - - - - - - -

66

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船
舶は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針（環境条件等
（可搬型重大事故等対処
設備））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(5) 周辺機器等からの悪影響

【2.5.2 健全性確保のための設計方針　(5) 周辺
機器等からの悪影響】
・重大事故等対処設備に対する周辺機器等からの
影響のうち内部発生飛散物に対する防護方針を説
明する。

- - - - - - - - - - -

67
抑制設備の小型船舶は，想定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能
な設計とする。

設置要求 小型船舶
設計方針（環境条件等
（重大事故等対処設備の
設置場所））

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(6) 設置場所における放射線の影響

【2.5.2 健全性確保のための設計方針　(6) 設置
場所における放射線の影響】
・重大事故等対処設備の設置場所等における放射
線による影響対策について説明する。

- - - - - - - - - - -

68
抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，簡便な接続方式に統一する
ことにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

機能要求① 可搬型汚濁水拡散防止フェンス
設計方針（操作性の確
保）

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.6　操作性及び試験・検査性
(1)操作性の確保

【2.6　操作性及び試験・検査性　(1)操作性の確
保】
・重大事故等対処設備の操作性を説明する。

- - - - - - - - - - -

69

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外
観の確認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取
替え等が可能な設計とする。

機能要求①
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材

設計方針（試験・検査
性）

- - - - - - - - - - -

70

抑制設備の小型船舶は，通常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認が可能な設計と
する。また，当該機能を健全に維持するため，分解点検等が可能な設計と
する。

機能要求① 小型船舶
設計方針（試験・検査
性）

- - - - - - - - - - -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方針
(2) 自然現象による影響，自然現象により発生す
る荷重による影響

【2.5.2 健全性確保のための設計方針　(2) 自然
現象による影響，自然現象により発生する荷重に
よる影響】
・可搬型重大事故等対処設備に対する自然現象か
らの防護方針を説明する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が
使用される条件の下における健全性に関する説明
書
2.重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性
2.6　操作性及び試験・検査性
(2)試験・検査性

【2.6　操作性及び試験・検査性　(2)試験・検査
性】
・重大事故等対処設備の試験・検査性を説明す
る。

40



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第三十四条 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

62
抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び小型船舶は，汽水の影響に
対して耐腐食性材料を使用する設計とする。

機能要求①

63

屋外に保管する抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質
吸着材は，風（台風）及び竜巻に対して，風（台風）及び竜巻による風荷
重を考慮し，収納するコンテナ等に対して転倒防止，固縛等の措置を講じ
て保管する設計とする。

運用要求

64
抑制設備の小型船舶は，外部からの衝撃による損傷を防止できる第1保管
庫・貯水所及び第2保管庫・貯水所に保管し，風（台風）等により重大事
故等への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求

65

地震を要因とする重大事故等が発生した場合に対処に用いる抑制設備の小
型船舶は，「8.2 重大事故等対処設備」の「8.2.7．地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることで重大事故等
への対処に必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

66

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス，放射性物質吸着材及び小型船
舶は，内部発生飛散物の影響を考慮し，外部保管エリアの内部発生飛散物
の影響を受けない場所に保管することにより，重大事故等への対処に必要
な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

67
抑制設備の小型船舶は，想定される重大事故等が発生した場合においても
操作に支障がないように線量率の高くなるおそれの少ない屋外で操作可能
な設計とする。

設置要求

68
抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンスは，簡便な接続方式に統一する
ことにより，速やかに，容易かつ確実に現場での接続が可能な設計とす
る。

機能要求①

69

抑制設備の可搬型汚濁水拡散防止フェンス及び放射性物質吸着材は，通常
時において，重大事故等に対処するために必要な機能を確認するため，外
観の確認が可能な設計とする。また，当該機能を健全に維持するため，取
替え等が可能な設計とする。

機能要求①

70

抑制設備の小型船舶は，通常時において，重大事故等に対処するために必
要な機能を確認するため，外観点検，員数確認，性能確認が可能な設計と
する。また，当該機能を健全に維持するため，分解点検等が可能な設計と
する。

機能要求①

説明対象
申請対象設備
（2項変更③）

申請対象設備
（1項新規②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象
申請対象設備
（2項変更④）

申請対象設備
（1項新規③）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３回申請 第４回申請

- - - - - - ○ -
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
小型船舶

-

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(4) 汽水を供給する系統への影響

【2.5.2 健全性確保のための設計
方針　(4) 汽水を供給する系統へ
の影響】
・重大事故時に汽水を供給する系
統への影響を説明する。

- - - - - - ○ - 施設共通　基本設計方針 -

- - - - - - ○ - 小型船舶 -

- - - - - - ○ - 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(2) 自然現象による影響，自然現
象により発生する荷重による影響

【2.5.2 健全性確保のための設計
方針　(2) 自然現象による影響，
自然現象により発生する荷重によ
る影響】
・可搬型重大事故等対処設備に対
する設計基準事故において想定し
た条件より厳しい条件の要因とな
る事象からの防護方針を説明す
る。

- - - - - - ○ - 基本方針 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(5) 周辺機器等からの悪影響

【2.5.2 健全性確保のための設計
方針　(5) 周辺機器等からの悪影
響】
・重大事故等対処設備に対する周
辺機器等からの影響のうち内部発
生飛散物に対する防護方針を説明
する。

- - - - - - ○ - 小型船舶 -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(6) 設置場所における放射線の影
響

【2.5.2 健全性確保のための設計
方針　(6) 設置場所における放射
線の影響】
・重大事故等対処設備の設置場所
等における放射線による影響対策
について説明する。

- - - - - - ○ - 可搬型汚濁水拡散防止フェンス -

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.6　操作性及び試験・検査性
(1)操作性の確保

【2.6　操作性及び試験・検査性
(1)操作性の確保】
・重大事故等対処設備の操作性を
説明する。

- - - - - - ○ -
可搬型汚濁水拡散防止フェンス
放射性物質吸着材

-

- - - - - - ○ - 小型船舶 -

・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

凡例

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.5 環境条件等
2.5.2 健全性確保のための設計方
針
(2) 自然現象による影響，自然現
象により発生する荷重による影響

【2.5.2 健全性確保のための設計
方針　(2) 自然現象による影響，
自然現象により発生する荷重によ
る影響】
・可搬型重大事故等対処設備に対
する自然現象からの防護方針を説
明する。

Ⅴ-1-1-4
安全機能を有する施設及び重大事
故等対処設備が使用される条件の
下における健全性に関する説明書
2.重大事故等対処設備が使用され
る条件の下における健全性
2.6　操作性及び試験・検査性
(2)試験・検査性

【2.6　操作性及び試験・検査性
(2)試験・検査性】
・重大事故等対処設備の試験・検
査性を説明する。
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